
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
乳
及
び
乳
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と

す
る
食
品
（
以
下
「
乳
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
食

品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
並
び
に
法
第
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
成
分
規
格
及
び
製
造
等
の
方
法
の
基

準
の
要
領
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
た
だ
し
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
（
酵
素
等
を

用
い
た
切
断
及
び
再
結
合
の
操
作
に
よ
つ
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ

を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
子
を
作
製
し
、

そ
れ
を
生
細
胞
に
移
入
し
、
か
つ
、
増
殖
さ
せ
る
技
術

を
い
う
。
）
を
応
用
し
た
乳
等
の
成
分
規
格
及
び
製
造

の
方
法
の
基
準
、
農
薬
等
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

農
薬
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

用
途
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
飼
料
に
添
加
、
混

和
、
浸
潤
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
用
い
ら
れ
る
物
又

は
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
で

あ
つ
て
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的

と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
動
物
用
医
薬
品
」
と
い

う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
成
分
で
あ
る
物
質

（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
の
限
度
に
係
る
成
分
規
格

並
び
に
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製
造
等
の
方
法
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

二
十
三
号
）
及
び
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭

和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
乳
」
と
は
、
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
、
生
山
羊
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
生
め
ん

羊
乳
、
生
水
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、

無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
生
乳
」
と
は
、
搾
取
し
た
ま

ま
の
牛
の
乳
を
い
う
。

３
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
牛
乳
」
と
は
、
直
接
飲
用
に

供
す
る
目
的
又
は
こ
れ
を
原
料
と
し
た
食
品
の
製
造
若

し
く
は
加
工
の
用
に
供
す
る
目
的
で
販
売
（
不
特
定
又

は
多
数
の
者
に
対
す
る
販
売
以
外
の
授
与
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
す
る
牛
の
乳
を
い
う
。

４
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
特
別
牛
乳
」
と
は
、
牛
乳
で

あ
つ
て
特
別
牛
乳
と
し
て
販
売
す
る
も
の
を
い
う
。

５
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
生
山
羊
乳
」
と
は
、
搾
取
し

た
ま
ま
の
山
羊
乳
を
い
う
。

６
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
殺
菌
山
羊
乳
」
と
は
、
直
接

飲
用
に
供
す
る
目
的
で
販
売
す
る
山
羊
乳
を
い
う
。

７
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
生
め
ん
羊
乳
」
と
は
、
搾
取

し
た
ま
ま
の
め
ん
羊
乳
を
い
う
。

８
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
生
水
牛
乳
」
と
は
、
搾
取
し

た
ま
ま
の
水
牛
乳
を
い
う
。

９
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
成
分
調
整
牛
乳
」
と
は
、
生

乳
か
ら
乳
脂
肪
分
そ
の
他
の
成
分
の
一
部
を
除
去
し
た

も
の
を
い
う
。

10
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
低
脂
肪
牛
乳
」
と
は
、
成
分

調
整
牛
乳
で
あ
つ
て
、
乳
脂
肪
分
を
除
去
し
た
も
の
の

う
ち
、
無
脂
肪
牛
乳
以
外
の
も
の
を
い
う
。

11
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
無
脂
肪
牛
乳
」
と
は
、
成
分

調
整
牛
乳
で
あ
つ
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
乳
脂
肪
分

を
除
去
し
た
も
の
を
い
う
。

12
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
加
工
乳
」
と
は
、
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
若
し
く
は
生
水
牛
乳
又
は
こ
れ
ら
を
原

料
と
し
て
製
造
し
た
食
品
を
加
工
し
た
も
の
（
成
分
調

整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
発
酵
乳
及
び

乳
酸
菌
飲
料
を
除
く
。
）
を
い
う
。

13
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
乳
製
品
」
と
は
、
ク
リ
ー

ム
、
バ
タ
ー
、
バ
タ
ー
オ
イ
ル
、
チ
ー
ズ
、
濃
縮
ホ
エ

イ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、

無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、
加
糖
練
乳
、
加
糖
脱
脂

練
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、

ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ

ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉
乳
、
調
製
粉

乳
、
調
製
液
状
乳
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
（
無
脂
乳

固
形
分
三
・
〇
％
以
上
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
及
び

乳
飲
料
を
い
う
。

14
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ク
リ
ー
ム
」
と
は
、
生
乳
、

牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
か
ら
乳
脂
肪
分
以
外

の
成
分
を
除
去
し
た
も
の
を
い
う
。

15
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
バ
タ
ー
」
と
は
、
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
か
ら
得
ら
れ
た
脂
肪
粒

を
練
圧
し
た
も
の
を
い
う
。

16
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
バ
タ
ー
オ
イ
ル
」
と
は
、
バ

タ
ー
又
は
ク
リ
ー
ム
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
乳
脂
肪

以
外
の
成
分
を
除
去
し
た
も
の
を
い
う
。

17
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
チ
ー
ズ
」
と
は
、
ナ
チ
ユ
ラ

ル
チ
ー
ズ
及
び
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
を
い
う
。

18
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ナ
チ
ユ
ラ
ル
チ
ー
ズ
」
と

は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

一
　
乳
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
（
バ
タ
ー
を
製
造
す
る
際
に

生
じ
た
脂
肪
粒
以
外
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
ク
リ
ー
ム
又
は
こ
れ
ら
を
混
合
し
た
も
の
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
又
は
一
部
の
た
ん
ぱ
く
質
を
酵
素
そ
の

他
の
凝
固
剤
に
よ
り
凝
固
さ
せ
た
凝
乳
か
ら
乳
清
の

一
部
を
除
去
し
た
も
の
又
は
こ
れ
ら
を
熟
成
し
た

も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
乳
等
を
原
料
と
し

て
、
た
ん
ぱ
く
質
の
凝
固
作
用
を
含
む
製
造
技
術
を

用
い
て
製
造
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
同
号
に
掲
げ
る

も
の
と
同
様
の
化
学
的
、
物
理
的
及
び
官
能
的
特
性

を
有
す
る
も
の

19
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
」
と
は
、

ナ
チ
ユ
ラ
ル
チ
ー
ズ
を
粉
砕
し
、
加
熱
溶
融
し
、
乳
化

し
た
も
の
を
い
う
。

20
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
濃
縮
ホ
エ
イ
」
と
は
、
乳
を

乳
酸
菌
で
発
酵
さ
せ
、
又
は
乳
に
酵
素
若
し
く
は
酸
を

加
え
て
で
き
た
乳
清
を
濃
縮
し
、
固
形
状
に
し
た
も
の

を
い
う
。

21
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
」
と

は
、
乳
又
は
こ
れ
ら
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
食
品
を

加
工
し
、
又
は
主
要
原
料
と
し
た
も
の
を
凍
結
さ
せ
た

も
の
で
あ
つ
て
、
乳
固
形
分
三
・
〇
％
以
上
を
含
む
も

の
（
発
酵
乳
を
除
く
。
）
を
い
う
。

22
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
と
は
、

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
で
あ
つ
て
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
し

て
販
売
す
る
も
の
を
い
う
。

23
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ア
イ
ス
ミ
ル
ク
」
と
は
、
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
で
あ
つ
て
ア
イ
ス
ミ
ル
ク
と
し
て
販

売
す
る
も
の
を
い
う
。

24
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ラ
ク
ト
ア
イ
ス
」
と
は
、
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
で
あ
つ
て
ラ
ク
ト
ア
イ
ス
と
し
て
販

売
す
る
も
の
を
い
う
。

25
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
濃
縮
乳
」
と
は
、
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
を
濃
縮
し
た
も
の
を
い

う
。

26
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
脱
脂
濃
縮
乳
」
と
は
、
生

乳
、
牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
か
ら
乳
脂
肪
分

を
除
去
し
た
も
の
を
濃
縮
し
た
も
の
を
い
う
。

27
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
無
糖
練
乳
」
と
は
、
濃
縮
乳

で
あ
つ
て
直
接
飲
用
に
供
す
る
目
的
で
販
売
す
る
も
の

を
い
う
。

28
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
無
糖
脱
脂
練
乳
」
と
は
、
脱

脂
濃
縮
乳
で
あ
つ
て
直
接
飲
用
に
供
す
る
目
的
で
販
売

す
る
も
の
を
い
う
。

29
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
加
糖
練
乳
」
と
は
、
生
乳
、

牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
に
し
ょ
糖
を
加
え
て

濃
縮
し
た
も
の
を
い
う
。

30
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
加
糖
脱
脂
練
乳
」
と
は
、
生

乳
、
牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
の
乳
脂
肪
分
を

除
去
し
た
も
の
に
し
ょ
糖
を
加
え
て
濃
縮
し
た
も
の
を

い
う
。

31
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
全
粉
乳
」
と
は
、
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
か
ら
ほ
と
ん
ど
全
て
の

水
分
を
除
去
し
、
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

32
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
脱
脂
粉
乳
」
と
は
、
生
乳
、

牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
の
乳
脂
肪
分
を
除
去

し
た
も
の
か
ら
ほ
と
ん
ど
全
て
の
水
分
を
除
去
し
、
粉

末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

33
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
」
と

は
、
生
乳
、
牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
の
乳
脂

肪
分
以
外
の
成
分
を
除
去
し
た
も
の
か
ら
ほ
と
ん
ど
全

て
の
水
分
を
除
去
し
、
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

34
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
」
と
は
、

乳
を
乳
酸
菌
で
発
酵
さ
せ
、
又
は
乳
に
酵
素
若
し
く
は

酸
を
加
え
て
で
き
た
乳
清
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
水

分
を
除
去
し
、
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

35
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ

ウ
ダ
ー
」
と
は
、
乳
を
乳
酸
菌
で
発
酵
さ
せ
、
又
は
乳

に
酵
素
若
し
く
は
酸
を
加
え
て
で
き
た
乳
清
の
乳
糖
を

除
去
し
た
も
の
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
水
分
を
除
去

し
、
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

36
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
」

と
は
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
水
分

を
除
去
し
、
粉
末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

37
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
加
糖
粉
乳
」
と
は
、
生
乳
、

牛
乳
、
特
別
牛
乳
又
は
生
水
牛
乳
に
し
ょ
糖
を
加
え
て

ほ
と
ん
ど
全
て
の
水
分
を
除
去
し
、
粉
末
状
に
し
た
も

の
又
は
全
粉
乳
に
し
ょ
糖
を
加
え
た
も
の
を
い
う
。

38
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
調
製
粉
乳
」
と
は
、
生
乳
、

牛
乳
、
特
別
牛
乳
若
し
く
は
生
水
牛
乳
又
は
こ
れ
ら
を

原
料
と
し
て
製
造
し
た
食
品
を
加
工
し
、
又
は
主
要
原

料
と
し
、
こ
れ
に
乳
幼
児
に
必
要
な
栄
養
素
を
加
え
粉

末
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

39
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
調
製
液
状
乳
」
と
は
、
生

乳
、
牛
乳
、
特
別
牛
乳
若
し
く
は
生
水
牛
乳
又
は
こ
れ

ら
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
食
品
を
加
工
し
、
又
は
主

要
原
料
と
し
、
こ
れ
に
乳
幼
児
に
必
要
な
栄
養
素
を
加

え
液
状
に
し
た
も
の
を
い
う
。

40
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
発
酵
乳
」
と
は
、
乳
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
無
脂
乳
固
形
分
を
含
む
乳
等
を
乳
酸

菌
又
は
酵
母
で
発
酵
さ
せ
、
糊
状
又
は
液
状
に
し
た
も

の
又
は
こ
れ
ら
を
凍
結
し
た
も
の
を
い
う
。

41
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
乳
酸
菌
飲
料
」
と
は
、
乳
等

を
乳
酸
菌
又
は
酵
母
で
発
酵
さ
せ
た
も
の
を
加
工
し
、

1



又
は
主
要
原
料
と
し
た
飲
料
（
発
酵
乳
を
除
く
。
）
を

い
う
。

42
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
乳
飲
料
」
と
は
、
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
若
し
く
は
生
水
牛
乳
又
は
こ
れ
ら
を
原

料
と
し
て
製
造
し
た
食
品
を
主
要
原
料
と
し
た
飲
料
で

あ
っ
て
、
第
二
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
十
四
項

か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。

第
三
条
　
乳
等
に
関
し
、
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
並
び
に
法
第
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
成
分
規
格
及
び
製
造
等
の
方
法
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
乳
、
乳
製
品
及
び
類
似
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関

す
る
省
令
（
昭
和
二
十
五
年
十
月
厚
生
省
令
第
五
十
八

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

４
　
乳
、
乳
製
品
及
び
類
似
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関

す
る
省
令
第
二
条
第
四
項
第
十
一
号
、
第
四
条
又
は
別

表
三
乳
等
の
製
造
又
は
保
存
に
関
す
る
そ
の
他
の
基
準

第
七
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

の
承
認
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
第
二

条
第
十
七
項
、
第
四
条
第
二
項
又
は
別
表
三
乳
等
の
製

造
又
は
保
存
に
関
す
る
そ
の
他
の
基
準
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
厚
生
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
中
第
一
条
及
び
附
則
第
二
項
か
ら
第
六
項

ま
で
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
並
び
に
附
則

第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
昭
和
三
十
三
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

５
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
の
二
　
乳
等
の
成

分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部

（
四
）
　
乳
等
の
製
造
又
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の

他
の
基
準
の
款
（
２
）
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
承
認
を

受
け
た
調
製
粉
乳
に
係
る
栄
養
素
又
は
無
糖
れ
ん
乳
、

加
糖
れ
ん
乳
、
加
糖
脱
脂
れ
ん
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉

乳
若
し
く
は
加
糖
粉
乳
に
係
る
も
の
若
し
く
は
調
製
粉

乳
に
係
る
栄
養
素
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
承

認
に
よ
る
混
合
割
合
に
従
い
、
そ
の
種
類
及
び
混
合
割

合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

別
表
の
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存

の
方
法
の
基
準
の
部
（
四
）
　
乳
等
の
製
造
又
は
保
存

の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
基
準
の
款
（
２
）
の
二
本

文
の
規
定
又
は
同
款
（
２
）
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省

令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
中
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
の
標
示
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十

五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
条
第
二
項
第
三
号

の
ニ
に
掲
げ
る
製
造
所
の
所
在
地
に
つ
き
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大

臣
の
承
認
を
得
た
符
号
に
よ
る
標
示
又
は
食
品
衛
生
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
四
年

厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三

号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大

臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
つ
た
標
示
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
つ
た
標
示
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
七
月
一
二
日
厚
生
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
二
八
日
厚
生
省
令

第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
月
八
日
厚
生
省
令
第

一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
第
四
条
第
三
項
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器
具
又
は
容
器

包
装
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
部
（
二
）
　
乳

等
の
容
器
包
装
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
款

（
１
）
の
３
又
は
（
２
）
の
２
の
規
定
に
よ
る
承
認
を

受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
五
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
の

二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存

の
方
法
の
基
準
の
部
（
四
）
　
乳
等
を
主
要
原
料
と
す

る
食
品
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
基
準
の

款
の
（
２
）
の
改
正
規
定
中
「
乳
成
分
」
を
「
乳
脂
肪

分
」
に
改
め
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
九
月
二
九
日
厚
生
省
令

第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
四
月
二
三
日
厚
生
省
令

第
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
一
七
日
厚
生
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令

第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
濃
縮
乳
以
外
の
乳
等
に
係
る
別
表
の
二
　
乳
等
の

成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の
基

準
の
部
（
五
）
　
乳
等
の
製
造
又
は
保
存
の
方
法
に
関

す
る
そ
の
他
の
基
準
の
款
（
１
）
及
び
（
２
）
の
改
正

規
定
は
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
、
濃
縮
乳
以
外

の
乳
等
に
係
る
同
部
（
七
）
　
乳
等
の
成
分
規
格
の
試

験
法
の
款
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
３
）
の
改
正
規
定
は

昭
和
四
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加

工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
乳
等
に
係
る
表
示
に
つ
い

て
は
、
改
正
後
の
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
一
六
日
厚
生
省
令

第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
十
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
部
分
脱
脂
乳
、
加
工

乳
、
ク
リ
ー
ム
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
ナ
チ
ユ
ラ
ル

チ
ー
ズ
、
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
、
調
製
粉
乳
、
は
つ
酵

乳
、
乳
酸
菌
飲
料
、
乳
飲
料
及
び
乳
又
は
乳
製
品
を
主

要
原
料
と
す
る
食
品
（
乳
酸
菌
飲
料
を
除
く
。
）
に
係

る
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
昭
和
五
十
四
年
七
月
十
五
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加

工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
バ
タ
ー
オ
イ
ル
、
濃
縮
ホ

エ
イ
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
無
糖
脱
脂
れ
ん
乳
、
ク
リ
ー
ム

パ
ウ
ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ

ダ
ー
及
び
調
製
粉
乳
の
表
示
、
成
分
規
格
並
び
に
製
造

及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
第
七
条
並
び
に
別
表
の
二
　
乳
等
の
成

分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

の
項
（
三
）
　
乳
製
品
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び

保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
及
び
（
五
）
　
乳
等
の
製
造

又
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
基
準
の
款
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
調
製
粉
乳
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
別
表
の
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調

理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
項
（
五
）
　
乳
等
の
製

造
又
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
基
準
の
款

（
２
）
の
二
本
文
後
段
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
の
承

認
を
受
け
た
調
製
粉
乳
又
は
特
殊
調
製
粉
乳
に
係
る
栄

養
素
又
は
添
加
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
認
に
よ
る
混

合
割
合
に
従
い
、
そ
の
種
類
及
び
混
合
割
合
に
つ
い

て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
二
　
乳
等
の

成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の
基

準
の
項
（
五
）
　
乳
等
の
製
造
又
は
保
存
の
方
法
に
関

す
る
そ
の
他
の
基
準
の
款
（
４
）
の
規
定
に
よ
る
厚
生

労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器
具
又
は
容
器
包
装
の
規
格

及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
項
（
二
）
　
乳
等
の
容
器
包

装
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
款
（
１
）
の
３
の

規
定
に
よ
る
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
脱
脂

乳
、
加
工
乳
及
び
ク
リ
ー
ム
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
容
器

包
装
及
び
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
加
工
紙
製
容
器
包
装
並
び
に

は
つ
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
の
ポ
リ
エ
チ
レ

ン
製
容
器
包
装
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
加
工
紙
製
容
器
包

装
、
金
属
か
ん
、
合
成
樹
脂
加
工
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

は
く箔

で

密
せ
ん栓

す
る
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
加
工
紙
製
容
器
包
装
及
び
合

成
樹
脂
加
工
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

は
く箔

で
密

せ
ん栓

す
る
ポ
リ
ス
チ

レ
ン
製
容
器
包
装
に
係
る
厚
生
大
臣
の
承
認
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器
具
若
し

く
は
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製

造
方
法
の
基
準
の
項
（
二
）
　
乳
等
の
容
器
包
装
又
は

こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
款

（
１
）
の
１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五

2



十
四
年
十
月
十
五
日
ま
で
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

６
　
昭
和
五
十
四
年
十
月
十
五
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
又
は

輸
入
さ
れ
る
無
糖
脱
脂
れ
ん
乳
の
容
器
包
装
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
三
　
乳
等
の

器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規

格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
項
（
二
）
　
乳
等
の
容
器

包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の

基
準
の
款
（
２
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器
具
又
は
容
器
包
装
の
規
格

及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
項
（
二
）
　
乳
等
の
容
器
包

装
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
款
（
２
）
の
２
の

規
定
に
よ
る
特
殊
調
製
粉
乳
の
容
器
包
装
に
係
る
厚
生

大
臣
の
承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器
具
若
し
く
は
容

器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法

の
基
準
の
項
（
二
）
　
乳
等
の
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら

の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
款
（
２
）

の
２
の
規
定
に
よ
る
調
製
粉
乳
の
容
器
包
装
に
係
る
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
二
日
厚
生
省
令

第
三
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器

具
又
は
容
器
包
装
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
部

（
二
）
　
乳
等
の
容
器
包
装
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基

準
の
款
（
２
）
の
２
の
規
定
に
よ
る
調
製
粉
乳
の
容
器

包
装
に
係
る
厚
生
大
臣
の
承
認
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
別
表
の
三
　
乳
等
の
器
具
若
し
く
は
容
器
包

装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基

準
の
部
（
二
）
　
乳
等
の
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原

材
料
の
規
格
及
び
製
造
方
法
の
基
準
の
款
（
２
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
二
十
一
日
ま

で
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
三
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲

げ
る
添
加
物
を
含
む
食
品
で
、
平
成
三
年
六
月
三
十
日

ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
も

の
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

第
七
条
第
二
項
第
三
号
ヘ
及
び
同
項
第
四
号
ハ
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
八
日
厚
生
省
令
第

二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加

工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌

山
羊
乳
、
部
分
脱
脂
乳
、
脱
脂
乳
、
加
工
乳
、
ク
リ
ー

ム
、
ナ
チ
ユ
ラ
ル
チ
ー
ズ
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
又

は
乳
飲
料
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
常
温
保
存

可
能
品
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
別
表
の
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調

理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部
（
二
）
　
牛
乳
、
特

別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
部
分
脱
脂
乳
、
脱
脂
乳
及
び

加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の

基
準
の
款
（
１
）
の
３
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
た
牛
乳
の
保
存
の
方
法
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
二
　
乳

等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法

の
基
準
の
部
（
二
）
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊

乳
、
部
分
脱
脂
乳
、
脱
脂
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格

並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
（
１
）
の

３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
別
表
の
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調

理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部
（
五
）
　
乳
等
の
製

造
又
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
基
準
の
款

（
３
）
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
の
承
認
を

受
け
た
添
加
物
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の

二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存

の
方
法
の
基
準
の
部
（
五
）
　
乳
等
の
成
分
又
は
製
造

若
く
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
格
又
は
基

準
の
款
（
４
）
の
表
の
上
欄
の
区
分
に
従
い
、
同
表
中

欄
に
掲
げ
る
添
加
物
で
同
表
下
欄
に
定
め
る
量
を
超
え

ず
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

該
承
認
に
よ
る
混
合
割
合
に
従
い
、
そ
の
種
類
及
び
混

合
割
合
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表

の
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保

存
の
方
法
の
基
準
の
部
（
五
）
　
乳
等
の
成
分
又
は
製

造
若
し
く
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
格
又

は
基
準
の
款
（
４
）
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労

働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
五
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
七
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
四
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ

れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
乳
製
品
又
は
乳
若
し
く
は
乳
製

品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
係
る
表
示
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
条
第
二
項
第
三

号
ト
及
び
同
項
第
四
号
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
省
令

第
四
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ

れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
乳
製
品
又
は
乳
若
し
く
は
乳
製

品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
係
る
表
示
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成

分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
日
厚
生
省
令
第

五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
一
三
日
厚
生
省
令
第

四
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
八
日
厚
生
省
令
第
三

三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
違
反
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
省
令

第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
乳
、
乳
製
品
又
は

乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
係
る

表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及

び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
二
七
日
厚
生
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省
令

第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
一
日
厚
生
省
令
第

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第

五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
乳
及
び
乳
製

品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第
六
項
の
改

正
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
乳
、
乳
製
品
又
は

乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
係
る

表
示
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条

第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
二
三
日
厚
生
省
令
第

三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
五
月
二
十
四
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
乳
製
品
又
は
乳
若

し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
係
る
表
示

に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及

び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第

三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第

七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令

第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
二
六
日
厚
生
省

令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す

る
省
令
別
表
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調

理
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部
（
五
）
乳
等
の
成
分

又
は
製
造
若
し
く
は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の

規
格
又
は
基
準
の
項
（
８
）
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
自
記
温
度
計
を
付
け
な
い
殺
菌
器
で
殺
菌
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及

び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
別
表
二
　
乳

等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法

の
基
準
の
部
（
五
）
乳
等
の
成
分
又
は
製
造
若
し
く
は

保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
格
又
は
基
準
の
項

（
８
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
自
記
温

度
計
を
付
け
な
い
殺
菌
器
で
殺
菌
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
日
厚
生
省
令
第

九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
厚
生
省
令

第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
別
表
四
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加

工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
食
品
及
び
添
加
物
に
係
る

表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
食
品

衛
生
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
号
ヘ
、
ト
及
び
ヌ
並
び

に
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
別
表
二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理

及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
部
（
一
）
　
乳
等
一
般
の

成
分
規
格
及
び
製
造
の
方
法
の
基
準
の
款
（
６
）
の
改

正
規
定
及
び
同
部
（
七
）
　
乳
等
の
成
分
規
格
の
試
験

法
の
款
（
１
）
の
改
正
規
定
は
平
成
十
五
年
七
月
一
日

か
ら
、
同
部
（
三
）
　
乳
製
品
の
成
分
規
格
並
び
に
製

造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
（
１
６
）
の
改
正
規

定
及
び
同
部
（
五
）
　
乳
等
の
成
分
又
は
製
造
若
し
く

は
保
存
の
方
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
格
又
は
基
準
の

款
中
（
１
２
）
を
（
１
３
）
と
し
、
（
１
１
）
を
（
１

２
）
と
し
、
（
１
０
）
を
（
１
１
）
と
し
、
（
９
）
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
牛
乳
及
び
特
別
牛
乳
に

係
る
加
熱
殺
菌
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る

省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
　
乳
等

の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存
の
方
法
の

基
準
の
部
（
二
）
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、

部
分
脱
脂
乳
、
脱
脂
乳
及
び
加
工
乳
の
成
分
規
格
並
び

に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準
の
款
（
１
）
の
２
及

び
同
款
（
２
）
の
２
の
ｂ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
牛
乳
、
特
別
牛
乳
並
び

に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分

規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る

ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
及
び
新
省
令
第
二
条
第
十
六
項
に

規
定
す
る
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
に
係
る
新
省
令
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
別
表
三
　
乳
等
の
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の

製
造
又
は
加
工
の
方
法
及
び
そ
の
衛
生
管
理
の
方
法
の

基
準
の
部
（
二
）
の
（
１
）
の
表
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱

脂
練
乳
、
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

第
二
条
　
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
牛
乳
、
成
分
調
整
牛

乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
若
し
く
は
加
工
乳
又

は
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に
係
る
表
示
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製
品

の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
十
七
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ

れ
、
加
工
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
乳
、
乳
製
品

又
は
乳
若
し
く
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
に

係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第

七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
一
月
二
六
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
六
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年

二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
若

し
く
は
第
四
条
の
三
又
は
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格

等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
承
認
又
は
変

更
の
承
認
に
係
る
申
請
書
に
添
付
す
る
資
料
に
つ
い
て

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施

行
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
十
五
条

第
二
項
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及
び

乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
二
項

第
三
号
若
し
く
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
九
月
二
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
四
十
項
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
一
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
六
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
四
号
の
改
正
規
定
、
同
項
第
二
号
の
次
に
一
号
を
加

え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成

十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
一
六
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
四
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
三
〇
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
一
日
内
閣
府
・

厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
一
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加

工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
発
酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
及

び
乳
飲
料
に
係
る
加
熱
殺
菌
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格

等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
省
令
」

と
い
う
。
）
別
表
の
二
の
（
三
）
の
（
２
４
）
の
２
の

ｂ
、
同
（
三
）
の
（
２
５
）
の
２
の
ｂ
及
び
同
（
三
）

の
（
２
６
）
の
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又

は
輸
入
さ
れ
る
乳
等
の
容
器
包
装
の
規
格
及
び
基
準
に

つ
い
て
は
、
改
正
後
省
令
別
表
の
四
の
（
二
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
脱
脂
濃
縮
乳
の
製
造
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る

省
令
（
以
下
「
改
正
後
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
の
二

の
（
三
）
の
（
１
１
）
の
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
省
令
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
省
令
別
表
の
二
の

（
五
）
の
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
、
脱
脂
濃
縮
乳
中
の

た
ん
ぱ
く
質
量
の
調
整
の
た
め
に
乳
糖
及
び
生
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
又
は

無
脂
肪
牛
乳
か
ら
ろ
過
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
を
使
用

し
て
製
造
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働

省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
六
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工

さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
水
牛
の
乳
及
び
乳
製
品
並
び

に
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
並
び
に
そ
れ
ら
の

容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
別
表
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
六
号
）
及
び
家

畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
の
施
行

の
日
（
令
和
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る

省
令
別
表
の
一
に
規
定
す
る
、
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
、
ア

ナ
プ
ラ
ズ
マ
病
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
病
、
ト
キ
ソ
プ
ラ

ズ
マ
病
、
結
核
病
又
は
ブ
ル
セ
ラ
病
に
係
る
処
分
、
手

続
そ
の
他
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令

別
表
の
一
に
規
定
す
る
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
ア
ナ
プ
ラ

ズ
マ
症
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ
症
、
ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ

症
、
結
核
又
は
ブ
ル
セ
ラ
症
に
係
る
処
分
、
手
続
そ
の

他
の
行
為
と
し
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
四
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
九
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
乳
及
び
乳
製
品
の

成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
乳
等
省
令
」

と
い
う
。
）
別
表
二
の
（
二
）
の
（
１
）
の
３
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
常
温
保
存
可
能
品
に

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
乳
及
び
乳
製

品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
乳
等
省

令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起

算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
以
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は

輸
入
さ
れ
た
も
の
を
加
工
し
、
使
用
し
、
調
理
し
、
保

存
し
、
又
は
販
売
す
る
場
合
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
乳
飲
料
の
う
ち
、
旧
乳
等
省
令
別
表
二
の
（
三
）
の

（
２
７
）
の
３
の
保
存
性
の
あ
る
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、

摂
氏
百
二
十
度
で
四
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に
よ
り
加

熱
殺
菌
し
た
も
の
の
成
分
規
格
に
つ
い
て
は
、
新
乳
等

省
令
別
表
二
の
（
三
）
の
（
２
７
）
の
１
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
乳
の
処
理
及
び
乳
製
品
の
製
造
に
際
し
乳
又
は
乳
製

品
を
殺
菌
す
る
場
合
の
自
記
温
度
計
の
記
録
に
つ
い
て

は
、
新
乳
等
省
令
別
表
二
の
（
五
）
の
（
８
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

別
表一

　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
場
合

次
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ
て
お
ら
ず
、
及
び
そ

の
疑
い
が
な
く
、
並
び
に
次
に
掲
げ
る
異
常
が
な
い

場
合牛

疫
、
牛
肺
疫
、
炭
疽
、
気
腫
疽
、
口
蹄
疫
、
狂

犬
病
、
流
行
性
脳
炎
、
Ｑ
熱
、
出
血
性
敗
血
症
、
悪

性
水
腫
、
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症
、
ヨ
ー
ネ
病
、
ピ
ロ
プ

ラ
ズ
マ
症
、
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
症
、
ト
リ
パ
ノ
ソ
ー
マ

症
、
白
血
病
、
リ
ス
テ
リ
ア
症
、
ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ

症
、
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
、
結
核
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
流
行

性
感
冒
、
痘
病
、
黄
疸
、
放
線
菌
病
、
胃
腸
炎
、
乳

房
炎
、
破
傷
風
、
敗
血
症
、
膿
毒
症
、
尿
毒
症
、
中

毒
諸
症
、
腐
敗
性
子
宮
炎
及
び
熱
性
諸
病

二
　
乳
等
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
調
理
及
び
保
存

の
方
法
の
基
準

（一）
　
乳
等
一
般
の
成
分
規
格
及
び
製
造
の
方
法
の

基
準

（１）
　
乳
等
は
、
抗
生
物
質
、
化
学
的
合
成
品
（
化

学
的
手
段
に
よ
り
元
素
又
は
化
合
物
に
分
解
反

応
以
外
の
化
学
的
反
応
を
起
こ
さ
せ
て
得
ら
れ

た
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
た
る
抗
菌
性

物
質
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
物

質
を
含
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
抗
生

物
質
及
び
化
学
的
合
成
品
た
る
抗
菌
性
物
質
に

つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１
　
当
該
物
質
が
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
場
合

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
添
加
物
と

同
一
で
あ
る
場
合

２
　
当
該
物
質
に
つ
い
て
、
食
品
、
添
加
物
等

の
規
格
基
準
に
お
い
て
農
薬
等
の
成
分
で
あ

る
物
質
の
量
の
限
度
に
係
る
成
分
規
格
が
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合

３
　
当
該
乳
等
が
、
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格

基
準
に
お
い
て
定
め
る
農
薬
等
の
成
分
で
あ

る
物
質
の
量
の
限
度
に
係
る
成
分
規
格
に
適

合
す
る
食
品
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、

又
は
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
（
２
に

定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
い
抗
生
物
質
又
は

5



化
学
的
合
成
品
た
る
抗
菌
性
物
質
を
含
有
す

る
場
合
を
除
く
。
）

（２）
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
牛
、
山

羊
、
め
ん
羊
又
は
水
牛
か
ら
乳
を
搾
取
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

１
　
分
べ
ん
後
五
日
以
内
の
も
の

２
　
乳
に
影
響
あ
る
薬
剤
を
服
用
さ
せ
、
又
は

注
射
し
た
後
、
そ
の
薬
剤
が
乳
に
残
留
し
て

い
る
期
間
内
の
も
の

３
　
生
物
学
的
製
剤
を
注
射
し
著
し
く
反
応
を

呈
し
て
い
る
も
の

（３）
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調

整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
及
び
無
脂
肪
牛
乳
を
製

造
す
る
場
合
並
び
に
生
乳
又
は
生
水
牛
乳
を
使

用
す
る
加
工
乳
及
び
乳
製
品
（
加
糖
練
乳
を
除

く
。
）
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、
次
の
要
件
を

備
え
た
生
乳
、
生
山
羊
乳
又
は
生
水
牛
乳
を
使

用
す
る
こ
と
。

ａ
　
生
乳

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
二
八
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
以
外
の
牛
か
ら
搾
取
し

た
も
の
　
〇
・
一
八
％
以
下

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
か
ら
搾
取
し
た
も
の
　

〇
・
二
〇
％
以
下

細菌数（直接個体鏡検法で一ｍｌ当たり）
　
四
〇
〇
万
以
下

ｂ
　
生
山
羊
乳

比重（摂氏十五度において）
　
一
・
〇
三
〇―

一
・
〇
三
四

酸度（乳酸として）
　
〇
・
二
〇
％
以
下

細菌数（直接個体鏡検法で一ｍｌ当たり）
　
四
〇
〇
万
以
下

ｃ
　
生
水
牛
乳

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
二
八
以
上

酸度（乳酸として）
　
〇
・
一
八
％
以
下

細菌数（直接個体鏡検法で一ｍｌ当たり）
　
四
〇
〇
万
以
下

（４）
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調

整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工

乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
発
酵
乳
、
乳

酸
菌
飲
料
及
び
乳
飲
料
の
製
造
に
当
た
っ
て

は
、
ろ
過
、
殺
菌
、
小
分
及
び
密
栓
の
操
作

（
以
下
「
処
理
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。
た

だ
し
、
特
別
牛
乳
に
あ
っ
て
は
殺
菌
の
操
作
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（５）
　
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低

脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
特
別
牛

乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
発
酵
乳
及
び

乳
飲
料
に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
営
業
の
許
可
を
受
け
た
一
の
施
設
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
て
処
理
を
行
う
こ

と
。

（二）
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整

牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳

の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の

基
準

（１）
　
牛
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分
　
三
・
〇
％
以
上

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
二
八
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す

る
も
の
以
外
の
も
の
　
〇
・
一
八
％
以
下

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す

る
も
の
　
〇
・
二
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下
（
た
だ
し
、
摂
氏
一

〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も

の
（
２
　
製
造
の
方
法
の
基
準
に
規
定
す
る

摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
を
い
う
。
こ
の
１
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度

以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂

氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

保
持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度
で
三
〇
分
間
加
熱

殺
菌
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺

菌
効
果
を
有
す
る
方
法
で
加
熱
殺
菌
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
（
常
温
保
存
可
能

品
（
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛

乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
調
製
液
状
乳

又
は
乳
飲
料
の
う
ち
、
連
続
流
動
式
の
加
熱

殺
菌
機
で
殺
菌
し
た
後
、
あ
ら
か
じ
め
殺
菌

し
た
容
器
包
装
に
無
菌
的
に
充
塡
し
た
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
充
塡
後
殺
菌

製
品
（
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛

乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
調
製
液
状
乳

又
は
乳
飲
料
の
う
ち
、
保
存
性
の
あ
る
容
器

包
装
に
入
れ
、
密
封
し
た
後
、
加
圧
加
熱
殺

菌
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
方

法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ａ
　
常
温
保
存
可
能
品
に
あ
っ
て
は
、
原
材

料
等
に
由
来
し
て
当
該
食
品
中
に
存
在

し
、
か
つ
、
発
育
し
得
る
微
生
物
を
死
滅

さ
せ
る
の
に
十
分
な
効
力
を
有
す
る
加
熱

殺
菌
方
法
及
び
あ
ら
か
じ
め
殺
菌
し
た
適

切
な
容
器
包
装
へ
無
菌
的
に
充
塡
す
る
方

法
と
し
て
当
該
食
品
を
製
造
す
る
者
が
あ

ら
か
じ
め
定
め
た
方
法
（
原
材
料
の
加
熱

殺
菌
に
お
い
て
は
、
摂
氏
一
二
〇
度
で
四

分
間
加
熱
す
る
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に
限
る
。
）

ｂ
　
充
塡
後
殺
菌
製
品
に
あ
っ
て
は
、
保
存

性
の
あ
る
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
摂
氏
一

二
〇
度
で
四
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す

る
方
法
で
加
熱
殺
菌
す
る
方
法

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

ａ
　
常
温
保
存
可
能
品
及
び
充
塡
後
殺
菌
製

品
を
除
き
、
殺
菌
後
直
ち
に
摂
氏
一
〇
度

以
下
に
冷
却
し
て
保
存
す
る
こ
と
。

ｂ
　
常
温
保
存
可
能
品
に
あ
つ
て
は
、
常
温

を
超
え
な
い
温
度
で
保
存
す
る
こ
と
。

（２）
　
特
別
牛
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
五
％
以
上

乳
脂
肪
分
　
三
・
三
％
以
上

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
二
八
以
上

酸
度
（
乳
酸
と
し
て
）

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す

る
も
の
以
外
の
も
の
　
〇
・
一
七
％
以
下

ジ
ヤ
ー
ジ
ー
種
の
牛
の
乳
の
み
を
原
料
と
す

る
も
の
　
〇
・
一
九
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
三
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ａ
　
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
の
許
可
を
受
け

た
施
設
で
搾
取
し
た
生
乳
を
処
理
し
て
製

造
す
る
こ
と
。

ｂ
　
殺
菌
す
る
場
合
は
保
持
式
に
よ
り
摂
氏

六
十
三
度
か
ら
摂
氏
六
十
五
度
ま
で
の
間

で
三
十
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
こ
と
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

処
理
後
（
殺
菌
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
殺
菌

後
）
直
ち
に
摂
氏
十
度
以
下
に
冷
却
し
て
保

存
す
る
こ
と
。

（３）
　
殺
菌
山
羊
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
七
・
五
％
以
上

乳
脂
肪
分
　
二
・
五
％
以
上

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
三
〇―

一
・
〇
三
四

酸度（乳酸として）
　
〇
・
二
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

殺
菌
後
直
ち
に
摂
氏
十
度
以
下
に
冷
却
し
て
保

存
す
る
こ
と
。

（４）
　
成
分
調
整
牛
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
〇
％
以
上

酸度（乳酸として）
　
〇
・
二
一
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下
（
た
だ
し
、
摂
氏

一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度

以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂

氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
　
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（５）
　
低
脂
肪
牛
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分
　
〇
・
五
％
以
上
一
・
五
％
以
下

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
三
〇
以
上

酸度（乳酸として）
　
〇
・
二
一
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下
（
た
だ
し
、
摂
氏

一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
を
除
く
。
）
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大
腸
菌
群
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度

以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂

氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
　
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（６）
　
無
脂
肪
牛
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
〇
％
以
上

乳
脂
肪
分
　
〇
・
五
％
未
満

比重（摂氏一五度において）
　
一
・
〇
三
二
以
上

酸度（乳酸として）
　
〇
・
二
一
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下
（
た
だ
し
、
摂
氏

一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度

以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂

氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
　
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（７）
　
加
工
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
〇
％
以
上

酸度（乳酸として）
　
〇
・
一
八
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下
（
た
だ
し
、
摂
氏

一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度

以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂

氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

殺
菌
の
方
法
は
、
牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（三）
　
乳
製
品
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
及
び
保
存
の

方
法
の
基
準

（１）
　
ク
リ
ー
ム

１
　
成
分
規
格

乳
脂
肪
分
　
一
八
・
〇
％
以
上

酸度（乳酸として）
　
〇
・
二
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

殺
菌
後
直
ち
に
摂
氏
十
度
以
下
に
冷
却
し
て
保

存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
存
性
の
あ
る
容

器
に
入
れ
、
か
つ
、
殺
菌
し
た
も
の
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（２）
　
バ
タ
ー

成
分
規
格

乳
脂
肪
分
　
八
〇
・
〇
％
以
上

水
分
　
一
七
・
〇
％
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（３）
　
バ
タ
ー
オ
イ
ル

成
分
規
格

乳
脂
肪
分
　
九
九
・
三
％
以
上

水
分
　
〇
・
五
％
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（４）
　
ナ
チ
ユ
ラ
ル
チ
ー
ズ
（
ソ
フ
ト
及
び
セ
ミ
ハ

ー
ド
の
も
の
に
限
る
。
）

成
分
規
格

リステリア・モノサイトゲネス（一ｇ当たり）
　
一
〇
〇
以
下

た
だ
し
、
容
器
包
装
に
入
れ
た
後
、
加
熱
殺
菌

し
た
も
の
又
は
飲
食
に
供
す
る
際
に
加
熱
す

る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（５）
　
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
四
〇
・
〇
％
以
上

大
腸
菌
群
　
陰
性

（６）
　
濃
縮
ホ
エ
イ

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
二
五
・
〇
％
以
上

大
腸
菌
群
　
陰
性

（７）
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

１
　
成
分
規
格

乳
固
形
分
　
一
五
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
八
・
〇
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
下

た
だ
し
、
発
酵
乳
又
は
乳
酸
菌
飲
料
を
原
料

と
し
て
使
用
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
乳

酸
菌
又
は
酵
母
以
外
の
細
菌
の
数
が
一
〇

〇
、
〇
〇
〇
以
下
と
す
る
。

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ａ
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
原
水
は
、
食
品
、

添
加
物
等
の
規
格
基
準
に
定
め
る
食
品
製

造
用
水
（
以
下
「
食
品
製
造
用
水
」
と
い

う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ｂ
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
原
料
（
発
酵
乳
及

び
乳
酸
菌
飲
料
を
除
く
。
）
は
、
摂
氏
六

十
八
度
で
三
十
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
か
、

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有

す
る
方
法
で
殺
菌
す
る
こ
と
。

ｃ
　
氷
結
管
か
ら
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
抜
き

と
る
場
合
に
、
そ
の
外
部
を
温
め
る
た
め

使
用
す
る
水
は
、
流
水
（
食
品
製
造
用
水

に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ｄ
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
容
器
包
装
に
分
注

す
る
場
合
は
分
注
機
械
を
用
い
、
打
栓
す

る
場
合
は
打
栓
機
械
を
用
い
る
こ
と
。

ｅ
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
融
解
水
は
、
こ
れ

を
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
原
料
と
し
な
い
こ

と
。
た
だ
し
、
ｂ
に
よ
る
加
熱
殺
菌
を
し

た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（８）
　
ア
イ
ス
ミ
ル
ク

１
　
成
分
規
格

乳
固
形
分
　
一
〇
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
三
・
〇
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

た
だ
し
、
発
酵
乳
又
は
乳
酸
菌
飲
料
を
原
料

と
し
て
使
用
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
乳

酸
菌
又
は
酵
母
以
外
の
細
菌
の
数
が
五

〇
、
〇
〇
〇
以
下
と
す
る
。

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（９）
　
ラ
ク
ト
ア
イ
ス

１
　
成
分
規
格

乳
固
形
分
　
三
・
〇
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

た
だ
し
、
発
酵
乳
又
は
乳
酸
菌
飲
料
を
原
料

と
し
て
使
用
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
乳

酸
菌
又
は
酵
母
以
外
の
細
菌
の
数
が
五

〇
、
〇
〇
〇
以
下
と
す
る
。

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（１０）
　
濃
縮
乳

１
　
成
分
規
格

乳
固
形
分
　
二
五
・
五
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
七
・
〇
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
下

２
　
保
存
の
方
法
の
基
準

濃
縮
後
直
ち
に
摂
氏
十
度
以
下
に
冷
却
し
て
保

存
す
る
こ
と
。

（１１）
　
脱
脂
濃
縮
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
一
八
・
五
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
下

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ａ
　
加
熱
殺
菌
を
行
う
ま
で
の
工
程
に
お
い

て
、
原
料
を
摂
氏
十
度
以
下
又
は
摂
氏
四

十
八
度
を
超
え
る
温
度
に
保
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
料
が
滞
留
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
連
続
し
て
製
造
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

ｂ
　
牛
乳
の
例
に
よ
り
加
熱
殺
菌
す
る
こ

と
。

ｃ
　
加
熱
殺
菌
後
の
工
程
に
お
い
て
、
原
料

を
摂
氏
十
度
以
下
又
は
摂
氏
四
十
八
度
を

超
え
る
温
度
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
工
程
に
お
い
て
用
い

る
す
べ
て
の
機
械
の
構
造
が
外
部
か
ら
の

微
生
物
に
よ
る
汚
染
を
防
止
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
又
は
原
料
の
温
度
が
摂
氏
十
度

を
超
え
、
か
つ
、
摂
氏
四
十
八
度
以
下
の

状
態
の
時
間
が
六
時
間
未
満
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

濃
縮
後
（
濃
縮
後
殺
菌
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

殺
菌
後
）
直
ち
に
摂
氏
十
度
以
下
に
冷
却
し

て
保
存
す
る
こ
と
。

（１２）
　
無
糖
練
乳

１
　
成
分
規
格

乳
固
形
分
　
二
五
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
七
・
五
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
〇

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準
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容
器
に
入
れ
た
後
に
摂
氏
百
十
五
度
以
上
で
十

五
分
間
以
上
加
熱
殺
菌
す
る
こ
と
。

（１３）
　
無
糖
脱
脂
練
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
一
八
・
五
％
以
上

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
〇

２
　
製
造
方
法
の
基
準

無
糖
練
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（１４）
　
加
糖
練
乳

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
二
八
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
八
・
〇
％
以
上

水
分
　
二
七
・
〇
％
以
下

糖分（乳糖を含む。）
　
五
八
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（１５）
　
加
糖
脱
脂
練
乳

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
二
五
・
〇
％
以
上

水
分
　
二
九
・
〇
％
以
下

糖分（乳糖を含む。）
　
五
八
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（１６）
　
全
粉
乳

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
九
五
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
二
五
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（１７）
　
脱
脂
粉
乳

１
　
成
分
規
格

乳
固
形
分
　
九
五
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ａ
　
加
熱
殺
菌
を
行
う
ま
で
の
工
程
に
お
い

て
、
原
料
を
摂
氏
十
度
以
下
又
は
摂
氏
四

十
八
度
を
超
え
る
温
度
に
保
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
料
が
滞
留
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
連
続
し
て
製
造
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

ｂ
　
牛
乳
の
例
に
よ
り
加
熱
殺
菌
す
る
こ

と
。

ｃ
　
加
熱
殺
菌
後
か
ら
乾
燥
を
行
う
ま
で
の

工
程
に
お
い
て
、
原
料
を
摂
氏
十
度
以
下

又
は
摂
氏
四
十
八
度
を
超
え
る
温
度
に
保

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

工
程
に
お
い
て
用
い
る
す
べ
て
の
機
械
の

構
造
が
外
部
か
ら
の
微
生
物
に
よ
る
汚
染

を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
原
料

の
温
度
が
摂
氏
十
度
を
超
え
、
か
つ
、
摂

氏
四
十
八
度
以
下
の
状
態
の
時
間
が
六
時

間
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（１８）
　
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
九
五
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
五
〇
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（１９）
　
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
九
五
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（２０）
　
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
九
五
・
〇
％
以
上

乳たんぱく量（乾燥状態において）
　
一
五
・
〇
％
以
上
八
〇
・
〇
％
以
下

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（２１）
　
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
九
五
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（２２）
　
加
糖
粉
乳

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
七
〇
・
〇
％
以
上

う
ち
乳
脂
肪
分
　
一
八
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

糖分（乳糖を除く。）
　
二
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（２３）
　
調
製
粉
乳

成
分
規
格

乳
固
形
分
　
五
〇
・
〇
％
以
上

水
分
　
五
・
〇
％
以
下

細菌数（標準平板培養法で一ｇ当たり）
　
五
〇
、
〇
〇
〇
以
下

大
腸
菌
群
　
陰
性

（２４）
　
調
製
液
状
乳

１
　
成
分
規
格

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
う
ち
、
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
も
の
の
例
に
よ
る
こ
と
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

常
温
を
超
え
な
い
温
度
で
保
存
す
る
こ
と
。

（２５）
　
発
酵
乳

１
　
成
分
規
格

無
脂
乳
固
形
分
　
八
・
〇
％
以
上

乳酸菌数又は酵母数（一ｍｌ当たり）
　
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
上

た
だ
し
、
発
酵
さ
せ
た
後
に
お
い
て
、
摂
氏

七
五
度
以
上
で
一
五
分
間
加
熱
す
る
か
、

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有

す
る
方
法
で
加
熱
殺
菌
し
た
も
の
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ａ
　
発
酵
乳
の
原
水
は
、
食
品
製
造
用
水
で

あ
る
こ
と
。

ｂ
　
発
酵
乳
の
原
料
（
乳
酸
菌
、
酵
母
、
発

酵
乳
及
び
乳
酸
菌
飲
料
を
除
く
。
）
は
、

保
持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度
で
三
〇
分
間

加
熱
殺
菌
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
で
殺
菌
す

る
こ
と
。

（２６）
　
乳
酸
菌
飲
料
（
無
脂
乳
固
形
分
三
・
〇
％
以

上
の
も
の
）

１
　
成
分
規
格

乳酸菌数又は酵母数（一ｍｌ当たり）
　
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
上

た
だ
し
、
発
酵
さ
せ
た
後
に
お
い
て
、
摂
氏

七
十
五
度
以
上
で
十
五
分
間
加
熱
す
る

か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果

を
有
す
る
方
法
で
加
熱
殺
菌
し
た
も
の

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

ａ
　
乳
酸
菌
飲
料
の
原
液
の
製
造
に
使
用
す

る
原
水
は
、
食
品
製
造
用
水
で
あ
る
こ

と
。

ｂ
　
乳
酸
菌
飲
料
の
原
液
の
製
造
に
使
用
す

る
原
料
（
乳
酸
菌
及
び
酵
母
を
除
く
。
）

は
、
保
持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度
で
三
〇

分
間
加
熱
殺
菌
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
で
殺

菌
す
る
こ
と
。

ｃ
　
乳
酸
菌
飲
料
の
原
液
を
薄
め
る
の
に
使

用
す
る
水
等
は
、
使
用
直
前
に
五
分
間
以

上
煮
沸
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
効
力
を
有
す
る
殺
菌
操
作
を
施
す
こ

と
。

（２７）
　
乳
飲
料

１
　
成
分
規
格

細菌数（標準平板培養法で一ｍｌ当たり）
　
三
〇
、
〇
〇
〇
以
下
（
た
だ
し
、
摂
氏

一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
を
除
く
。
）

大
腸
菌
群
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇
度

以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）

発
育
し
得
る
微
生
物
　
陰
性
（
た
だ
し
、
摂

氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
も
の
に
限
る
。
）

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

原
料
は
、
殺
菌
の
過
程
に
お
い
て
破
壊
さ
れ
る

も
の
を
除
き
、
保
持
式
に
よ
り
摂
氏
六
三
度

で
三
〇
分
間
加
熱
殺
菌
す
る
方
法
又
は
こ
れ

と
同
等
以
上
の
殺
菌
効
果
を
有
す
る
方
法
に

よ
り
殺
菌
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
摂
氏
一
〇

度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

に
あ
っ
て
は
、
牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

３
　
保
存
の
方
法
の
基
準

牛
乳
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（四）
　
乳
等
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
の
成
分
規
格
並

び
に
製
造
及
び
保
存
の
方
法
の
基
準

（１）
　
乳
酸
菌
飲
料
（
無
脂
乳
固
形
分
三
・
〇
％
未

満
の
も
の
）

１
　
成
分
規
格
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乳酸菌数又は酵母数（一ｍｌ当たり）
　
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
以
上

大
腸
菌
群
　
陰
性

２
　
製
造
の
方
法
の
基
準

乳
酸
菌
飲
料
（
無
脂
乳
固
形
分
三
・
〇
％
以
上

の
も
の
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（２）
　
削
除

（五）
　
乳
等
の
成
分
又
は
製
造
若
し
く
は
保
存
の
方
法

に
関
す
る
そ
の
他
の
規
格
又
は
基
準

（１）
　
加
工
乳
以
外
の
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
濃
縮
乳
及

び
脱
脂
濃
縮
乳
に
あ
っ
て
は
他
物
（
牛
乳
、
成

分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、

ク
リ
ー
ム
、
濃
縮
乳
又
は
脱
脂
濃
縮
乳
を
超
高

温
直
接
加
熱
殺
菌
す
る
場
合
に
お
い
て
直
接
殺

菌
に
使
用
さ
れ
る
水
蒸
気
並
び
に
脱
脂
濃
縮
乳

中
の
た
ん
ぱ
く
質
量
の
調
整
の
た
め
に
使
用
さ

れ
る
乳
糖
及
び
生
乳
、
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
生

水
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
又
は

無
脂
肪
牛
乳
か
ら
ろ
過
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の

を
除
く
。
）
を
混
入
し
、
加
工
乳
に
あ
っ
て
は

水
、
生
乳
、
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
生
水
牛
乳
、

成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛

乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃

縮
乳
、
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、
ク
リ
ー

ム
並
び
に
添
加
物
を
使
用
し
て
い
な
い
バ
タ

ー
、
バ
タ
ー
オ
イ
ル
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
及
び
バ

タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
以
外
の
も
の
を
使
用
し

な
い
こ
と
。

（２）
　
牛
乳
及
び
特
別
牛
乳
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
成

分
の
除
去
を
行
わ
な
い
こ
と
。

（３）
　
乳
飲
料
並
び
に
発
酵
乳
で
あ
つ
て

の
り糊

状
の
も

の
又
は
凍
結
し
た
も
の
及
び
乳
酸
菌
飲
料
で
あ

つ
て
殺
菌
し
た
も
の
に
は
防
腐
剤
を
使
用
し
な

い
こ
と
。

（４）
　
無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、
加
糖
練
乳
、

加
糖
脱
脂
練
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
及
び
加

糖
粉
乳
に
あ
っ
て
は
他
物
（
次
の
表
の
上
欄
の

区
分
に
従
い
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
添
加
物
で

同
表
下
欄
に
定
め
る
量
を
超
え
ず
に
使
用
さ
れ

る
も
の
並
び
に
加
糖
練
乳
、
加
糖
脱
脂
練
乳
又

は
加
糖
粉
乳
に
使
用
さ
れ
る
し
ょ
糖
並
び
に
脱

脂
粉
乳
中
の
た
ん
ぱ
く
質
量
の
調
整
の
た
め
に

使
用
さ
れ
る
乳
糖
及
び
生
乳
、
牛
乳
、
特
別
牛

乳
、
生
水
牛
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛

乳
又
は
無
脂
肪
牛
乳
か
ら
ろ
過
に
よ
り
得
ら
れ

た
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
そ
の
種
類
及
び
混
合
割
合
に
つ
き
厚
生

労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
添
加
物
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

乳
製
品

添
加
物

使
用
量

無
糖
練

乳無
糖
脱

脂
練
乳

塩
化
カ
ル
シ

ウ
ム

単
独
で
製
品
一
ｋ
ｇ
に
つ
き
二
ｇ

、
組
合
せ
で
製
品
一
ｋ
ｇ
に
つ
き

三
ｇ
（
た
だ
し
、
結
晶
に
あ
つ
て

は
無
水
に
換
算
）

ク
エ
ン
酸
カ

ル
シ
ウ
ム

ク
エ
ン
酸
三

ナ
ト
リ
ウ
ム

炭
酸
水
素
ナ

ト
リ
ウ
ム

炭
酸
ナ
ト
リ

ウ

ム

（

結

晶
）

炭
酸
ナ
ト
リ

ウ

ム

（

無

水
）

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

ポ
リ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

ポ
リ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

リ
ン
酸
二
水

素
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

リ
ン
酸
二
水

素
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

リ
ン
酸
三
ナ

ト

リ

ウ

ム

（
結
晶
）

リ
ン
酸
三
ナ

ト

リ

ウ

ム

（
無
水
）

加
糖
練

乳加
糖
脱

脂
練
乳

ク
エ
ン
酸
カ

ル
シ
ウ
ム

単
独
で
製
品
一
ｋ
ｇ
に
つ
き
二
ｇ

、
組
合
せ
で
製
品
一
ｋ
ｇ
に
つ
き

三
ｇ
（
た
だ
し
、
結
晶
に
あ
つ
て

は
無
水
に
換
算
）

ク
エ
ン
酸
三

ナ
ト
リ
ウ
ム

炭
酸
水
素
ナ

ト
リ
ウ
ム

炭
酸
ナ
ト
リ

ウ

ム

（

結

晶
）

炭
酸
ナ
ト
リ

ウ

ム

（

無

水
）

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

ポ
リ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

ポ
リ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

リ
ン
酸
水
素

二
カ
リ
ウ
ム

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

リ
ン
酸
二
水

素
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

リ
ン
酸
二
水

素
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

乳
糖

製
品
一
ｋ
ｇ
に
つ
き
二
ｇ

全
粉
乳

脱
脂
粉

乳

ク
エ
ン
酸
三

ナ
ト
リ
ウ
ム

単
独
又
は
組
合
せ
で
製
品
一
ｋ
ｇ

に
つ
き
五
ｇ
（
た
だ
し
、
結
晶
に

あ
つ
て
は
無
水
に
換
算
）

炭
酸
水
素
ナ

ト
リ
ウ
ム

炭
酸
ナ
ト
リ

ウ

ム

（

結

晶
）

炭
酸
ナ
ト
リ

ウ

ム

（

無

水
）

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

ポ
リ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

ポ
リ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

リ
ン
酸
三
ナ

ト

リ

ウ

ム

（
結
晶
）

リ
ン
酸
三
ナ

ト

リ

ウ

ム

（
無
水
）

加
糖
粉

乳

ク
エ
ン
酸
三

ナ
ト
リ
ウ
ム

単
独
又
は
組
合
せ
で
製
品
一
ｋ
ｇ

に
つ
き
五
ｇ
（
た
だ
し
、
結
晶
に

あ
つ
て
は
無
水
に
換
算
）

炭
酸
水
素
ナ

ト
リ
ウ
ム

ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）
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ピ
ロ
リ
ン
酸

四
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

ポ
リ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

ポ
リ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

カ
リ
ウ
ム

メ
タ
リ
ン
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
結
晶
）

リ
ン
酸
水
素

二
ナ
ト
リ
ウ

ム
（
無
水
）

リ
ン
酸
三
ナ

ト

リ

ウ

ム

（
結
晶
）

リ
ン
酸
三
ナ

ト

リ

ウ

ム

（
無
水
）

（
５
）
　
調
製
粉
乳
及
び
調
製
液
状
乳
に
あ
っ
て
は
乳

（
生
山
羊
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
及
び
生
め
ん
羊
乳
を
除

く
。
）
又
は
乳
製
品
の
ほ
か
、
そ
の
種
類
及
び
混
合

割
合
に
つ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
使
用

す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

（
６
）
　
特
別
牛
乳
の
容
器
の
口
は
紙
、
合
成
樹
脂
又
は

金
属
で
覆
う
こ
と
。

（
７
）
　
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
発
酵
乳
、
乳

酸
菌
飲
料
又
は
乳
飲
料
を
び
ん
に
小
分
し
て
密
栓
す

る
場
合
に
は
、
び
ん
詰
機
械
及
び
打

せ
ん栓

機
械
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
。

（
８
）
　
乳
の
処
理
及
び
乳
製
品
の
製
造
に
際
し
乳
又
は

乳
製
品
を
殺
菌
す
る
場
合
に
は
、
自
記
温
度
計
を
付

け
た
殺
菌
機
で
行
い
、
そ
の
自
記
温
度
計
の
記
録
は

三
月
間
（
摂
氏
一
〇
度
以
下
で
保
存
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
消
費
さ
れ
る
ま
で
の
期
間

を
踏
ま
え
た
合
理
的
な
期
間
）
保
存
す
る
こ
と
。

（
９
）
　
脱
脂
粉
乳
の
製
造
に
際
し
、
乳
脂
肪
を
除
去
し

た
後
の
冷
却
又
は
加
熱
殺
菌
後
に
貯
乳
を
行
う
場
合

に
は
、
自
記
温
度
計
に
よ
り
温
度
管
理
を
行
い
、
そ

の
自
記
温
度
計
の
記
録
は
三
月
間
保
存
す
る
こ
と
。

（
１
０
）
　
乳
等
の
器
具
又
は
容
器
包
装
は
、
使
用
す
る

前
に
適
当
な
方
法
で
洗
浄
し
、
か
つ
、
殺
菌
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
既
に
洗
浄
さ
れ
、
か

つ
、
殺
菌
さ
れ
た
容
器
包
装
又
は
殺
菌
効
果
を
有
す

る
製
造
方
法
で
製
造
さ
れ
た
容
器
包
装
で
あ
つ
て
、

使
用
さ
れ
る
ま
で
に
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
１
１
）
　
乳
等
を
運
搬
す
る
車
両
又
は
運
搬
具
に
は
、

必
要
に
応
じ
て
、
覆
を
つ
け
、
又
は
冷
却
設
備
を
す

る
等
の
措
置
に
よ
り
、
乳
等
が
汚
染
さ
れ
、
又
は
基

準
温
度
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
１
２
）
　
自
動
販
売
機
の
中
に
乳
、
調
製
液
状
乳
、
発

酵
乳
、
乳
酸
菌
飲
料
又
は
乳
飲
料
を
保
存
す
る
場
合

に
は
、
当
該
食
品
を
密
せ
ん
又
は
密
閉
し
て
あ
る
容

器
包
装
の
ま
ま
保
存
す
る
こ
と
。

（
六
）
　
コ
ツ
プ
販
売
式
自
動
販
売
機
で
調
理
さ
れ
る
乳

酸
菌
飲
料
の
調
理
の
方
法
の
基
準

（１）
　
調
理
に
用
い
る
乳
酸
菌
飲
料
は
、
次
の
各
号
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

１
　
乳
酸
菌
飲
料
の
成
分
規
格
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。

２
　
摂
氏
八
十
度
で
三
十
分
間
加
熱
す
る
か
、
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
加
熱
殺

菌
方
法
に
よ
り
殺
菌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

３
　
ｐ
Ｈ
が
四
・
〇
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
糖
濃

度
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

４
　
製
造
後
内
蔵
タ
ン
ク
に
注
入
す
る
直
前
ま
で

密
せ
ん
又
は
密
閉
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（２）
　
調
理
に
用
い
る
水
は
、
水
道
水
で
あ
つ
て
、
五

分
間
煮
沸
す
る
か
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効

果
を
有
す
る
殺
菌
操
作
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（３）
　
乳
酸
菌
飲
料
及
び
水
以
外
の
原
料
を
調
理
に
用

い
な
い
こ
と
。

（４）
　
調
理
に
用
い
る
乳
酸
菌
飲
料
及
び
水
（
以
下

「
機
内
の
液
体
」
と
い
う
。
）
を
、
コ
ツ
プ
販
売
式

自
動
販
売
機
の
中
で
摂
氏
十
度
以
下
に
保
つ
こ

と
。

（５）
　
機
内
の
液
体
に
直
接
接
触
す
る
部
品
は
、
一
日

一
回
以
上
洗
浄
し
、
か
つ
、
約
摂
氏
九
十
五
度
の

熱
湯
に
五
分
間
浸
す
こ
と
に
よ
り
殺
菌
す
る
か
、

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
殺
菌
操

作
を
施
す
こ
と
。

（
七
）
　
乳
等
の
成
分
規
格
の
試
験
法

（１）
　
乳
及
び
乳
製
品

１
　
乳
及
び
乳
製
品
の
無
脂
乳
固
形
分
の
定
量
法

底
径
五
ｃ
ｍ
以
上
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
平
底
ひ
よ

う
量
皿
を
九
八
度
か
ら
一
〇
〇
度
ま
で
の
温
度

の
乾
燥
器
中
で
乾
燥
し
て
恒
量
と
す
る
。
試
料

二
・
五
ｇ
か
ら
三
ｇ
を
前
記
の
ひ
よ
う
量
皿
に

量
り
採
り
、
水
浴
上
で
注
意
し
な
が
ら
加
熱

し
、
大
部
分
の
水
分
を
蒸
発
し
た
後
前
記
の
乾

燥
器
に
移
し
て
、
恒
量
と
な
る
ま
で
乾
燥
し
乾

燥
物
質
量
を
求
め
る
。
乾
燥
物
質
の
パ
ー
セ
ン

ト
量
か
ら
乳
及
び
乳
製
品
の
乳
脂
肪
分
の
定
量

法
の
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
定
量
し
た
脂
肪

の
パ
ー
セ
ン
ト
量
を
引
い
て
無
脂
乳
固
形
分
の

パ
ー
セ
ン
ト
量
と
す
る
。

乾
燥
器
は
気
温
九
九
度±

一
度
に
調
節
で
き
る
も

の
で
器
壁
棚
板
か
ら
の
伝
導
熱
、
熱
板
か
ら
の

ふ
く
射
熱
等
の
た
め
に
、
試
料
が
指
定
の
温
度

以
上
に
過
熱
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
構
造
の
も
の

を
用
い
る
。

２
　
乳
製
品
の
乳
固
形
分
の
定
量
法

ａ
　
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
、
無

糖
脱
脂
練
乳
、
加
糖
練
乳
及
び
加
糖
脱
脂
練

乳
の
乳
固
形
分
の
定
量
法

試
料
二
〇
ｇ
を
量
り
採
り
、
温
水
で
希
釈
し
、

一
〇
〇
ｍ
ｌ
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
に
入
れ
て
定
容

と
し
希
釈
試
料
と
す
る
。
そ
の
希
釈
試
料
五

ｍ
ｌ
（
試
料
一
ｇ
相
当
量
）
を
採
り
前
項
と

同
様
に
し
て
乾
燥
物
質
量
を
求
め
る
。
濃
縮

乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
及
び
無
糖
脱

脂
練
乳
に
あ
つ
て
は
、
乾
燥
物
質
の
パ
ー
セ

ン
ト
量
を
乳
固
形
分
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
と

し
、
加
糖
練
乳
及
び
加
糖
脱
脂
練
乳
に
あ
つ

て
は
、
乾
燥
物
質
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
か
ら
乳

製
品
の
糖
分
の
定
量
法
の
項
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
定
量
し
た
し
よ
糖
の
パ
ー
セ
ン
ト
量

を
引
い
た
も
の
を
乳
固
形
分
の
パ
ー
セ
ン
ト

量
と
す
る
。

ｂ
　
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ

ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮

ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ

ー
及
び
加
糖
粉
乳
の
乳
固
形
分
の
定
量
法

九
八
度
か
ら
一
〇
〇
度
ま
で
の
温
度
の
乾
燥
器

中
で
乾
燥
し
、
恒
量
と
し
た
底
径
五
ｃ
ｍ
以

上
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
平
底
ひ
よ
う
量
皿
に

試
料
二
ｇ
を
量
り
採
り
前
記
の
乾
燥
器
中
で

乾
燥
し
て
乾
燥
物
質
量
を
求
め
る
。
全
粉

乳
、
脱
脂
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
ホ

エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ

パ
ウ
ダ
ー
及
び
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
に

あ
つ
て
は
乾
燥
物
質
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
を
乳

固
形
分
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
と
し
、
加
糖
粉
乳

に
あ
つ
て
は
乾
燥
物
質
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
か

ら
乳
製
品
の
糖
分
の
定
量
法
の
項
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
定
量
し
た
し
よ
糖
の
パ
ー
セ
ン

ト
量
を
引
い
た
も
の
を
乳
固
形
分
の
パ
ー
セ

ン
ト
量
と
す
る
。

３
　
乳
及
び
乳
製
品
の
乳
脂
肪
分
及
び
乳
た
ん
ぱ

く
量
の
定
量
法

ａ
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
低
脂

肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
及
び
加
工
乳
の
乳
脂

肪
分
の
定
量
法

硫
酸
一
〇
ｍ
ｌ
を
硫
酸
用
ピ
ペ
ツ
ト
を
用
い
て

ゲ
ル
ベ
ル
乳
脂
計
に
注
入
し
、
次
に
乳
一
一

ｍ
ｌ
を
牛
乳
用
ピ
ペ
ツ
ト
を
用
い
て
徐
々
に

硫
酸
上
に
層
積
し
更
に
純
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
一
ｍ
ｌ
を
加
え
ゴ
ム
栓
を
し
、
指
で
栓
を

圧
し
つ
つ
振
り
乳
を
溶
解
し
た
後
、
約
六
五

度
の
温
湯
中
に
一
五
分
間
浸
し
、
次
に
三
分

間
か
ら
五
分
間
遠
心
器
（
一
分
間
の
回
転
数

七
〇
〇
回
以
上
）
に
か
け
更
に
約
六
五
度
の

温
湯
中
に
浸
し
て
温
度
を
一
定
に
し
析
出
し

た
脂
肪
層
の
度
数
を
乳
一
〇
〇
分
中
の
乳
脂

肪
量
と
す
る
。

〇
試
薬

Ａ
　
硫
酸
　
一
五
度
で
比
重
一
・
八
二
〇

か
ら
一
・
八
二
五
ま
で
の
も
の

Ｂ
　
ア
ミ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
　
沸
点
が
一
二

八
度
か
ら
一
三
二
度
ま
で
、
比
重
が
一

五
度
で
約
〇
・
八
一
の
も
の
で
、
本
品

二
ｍ
ｌ
に
つ
い
て
水
一
一
ｍ
ｌ
を
用
い

て
牛
乳
の
場
合
と
同
様
に
し
て
盲
検
を

行
い
一
夜
静
置
し
て
油
状
物
の
分
離
を

認
め
な
い
も
の

ｂ
　
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
、
加
糖
練
乳
、
全
粉

乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉
乳
及
び

ク
リ
ー
ム
の
乳
脂
肪
分
の
定
量
法

濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
及
び
加
糖
練
乳
は
乳
製
品

の
乳
固
形
分
の
定
量
法
の
項
に
定
め
る
方
法

に
よ
る
定
量
の
際
に
用
い
た
希
釈
試
料
の
一

〇
ｍ
ｌ
を
リ
ヨ
ー
リ
ツ
ヒ
管
に
採
り
、
ア
ン

モ
ニ
ア
水
（
二
五
％
か
ら
三
〇
％
で
無
色
透

明
な
も
の
）
二
ｍ
ｌ
エ
タ
ノ
ー
ル
（
九
五
％

か
ら
九
六
％
）
一
〇
ｍ
ｌ
を
順
次
加
え
て
そ

の
度
に
よ
く
混
ぜ
合
わ
せ
る
。

全
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
及
び
加
糖
粉
乳

は
試
料
一
ｇ
を
、
ク
リ
ー
ム
は
試
料
五
ｇ
を
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小
型
ビ
ー
カ
ー
に
量
り
採
り
、
温
湯
約
四
ｍ

ｌ
を
加
え
て
溶
解
し
、
リ
ヨ
ー
リ
ツ
ヒ
管
に

移
し
、
更
に
三
ｍ
ｌ
の
温
湯
で
二
回
、
次
に

ア
ン
モ
ニ
ア
水
二
ｍ
ｌ
エ
タ
ノ
ー
ル
（
九

五
％
か
ら
九
六
％
）
一
〇
ｍ
ｌ
を
用
い
て
順

次
ビ
ー
カ
ー
を
洗
い
リ
ヨ
ー
リ
ツ
ヒ
管
に
加

え
そ
の
度
に
栓
を
し
て
よ
く
混
ぜ
合
わ
せ

る
。

エ
タ
ノ
ー
ル
を
加
え
た
リ
ヨ
ー
リ
ツ
ヒ
管
に
エ

ー
テ
ル
二
五
ｍ
ｌ
を
加
え
静
か
に
回
転
し
て

均
一
の
色
調
と
な
つ
た
と
き
エ
ー
テ
ル
ガ
ス

を
抜
き
、
管
を
水
平
に
し
て
三
〇
秒
間
激
し

く
振
り
混
ぜ
る
。
次
に
石
油
エ
ー
テ
ル
（
沸

点
六
〇
度
以
下
）
二
五
ｍ
ｌ
を
加
え
、
同
様

に
三
〇
秒
間
振
り
混
ぜ
栓
を
緩
め
、
上
澄
液

が
全
く
透
明
と
な
る
ま
で
直
立
し
て
二
時
間

以
上
静
置
す
る
。
上
澄
液
を
あ
ら
か
じ
め
恒

量
を
求
め
た
ビ
ー
カ
ー
に
入
れ
る
。

リ
ヨ
ー
リ
ツ
ヒ
管
に
エ
ー
テ
ル
二
五
ｍ
ｌ
次
に

石
油
エ
ー
テ
ル
二
五
ｍ
ｌ
を
加
え
第
一
回
と

同
様
に
し
て
上
澄
液
を
ビ
ー
カ
ー
に
合
し
、

側
管
の
先
端
を
エ
ー
テ
ル
及
び
石
油
エ
ー
テ

ル
等
量
混
合
液
で
洗
浄
し
て
ビ
ー
カ
ー
に
加

え
る
。

全
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉
乳
及

び
ク
リ
ー
ム
は
、
更
に
前
回
と
同
様
の
操
作

を
行
う
。

ビ
ー
カ
ー
は
、
約
七
五
度
で
注
意
し
て
溶
剤
を

揮
発
さ
せ
、
気
温
一
〇
〇
度
か
ら
一
〇
五
度

ま
で
の
温
度
の
乾
燥
器
中
で
一
時
間
乾
燥
し

増
量
を
乳
脂
肪
量
と
す
る
。

ｃ
　
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
の
乳

た
ん
ぱ
く
量
の
定
量
法

（５）
　
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
及
び
濃
縮
ホ
エ
イ
の

１
　
乳
固
形
分
の
定
量
法
の
ｂ
に
規
定
す
る

方
法
に
よ
り
求
め
た
値
を
乳
固
形
分
の
パ
ー

セ
ン
ト
量
で
除
し
た
数
に
一
〇
〇
を
乗
じ
、

乳
固
形
分
中
の
乳
た
ん
ぱ
く
の
パ
ー
セ
ン
ト

量
と
す
る
。

４
　
乳
の
比
重
の
測
定
法

試
料
約
二
〇
〇
ｍ
ｌ
を
シ
リ
ン
ダ
ー
に
取
り
、
比

重
一
・
〇
一
五
か
ら
一
・
〇
四
〇
ま
で
の
浮
ひ

よ
う
式
牛
乳
比
重
計
を
用
い
一
五
度
に
お
い
て

測
定
す
る
。
も
し
、
一
五
度
以
外
の
温
度
で
測

定
し
た
場
合
に
は
、
生
乳
、
生
山
羊
乳
、
牛

乳
、
特
別
牛
乳
及
び
殺
菌
山
羊
乳
に
あ
つ
て
は

別
記
一
全
乳
比
重
補
正
表
、
低
脂
肪
牛
乳
及
び

無
脂
肪
牛
乳
に
あ
つ
て
は
別
記
二
低
脂
肪
牛
乳

及
び
無
脂
肪
牛
乳
比
重
補
正
表
を
用
い
て
一
五

度
の
比
重
に
換
算
す
る
。

５
　
乳
及
び
乳
製
品
の
酸
度
の
測
定
法

試
料
一
〇
ｍ
ｌ
に
同
量
の
炭
酸
ガ
ス
を
含
ま
な
い

水
を
加
え
て
希
釈
し
、
指
示
薬
と
し
て
フ
エ
ノ

ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
液
〇
・
五
ｍ
ｌ
を
加
え
て

〇
・
一
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液

で
三
〇
秒
間
微
紅
色
の
消
失
し
な
い
点
を
限
度

と
し
て
滴
定
し
、
そ
の
滴
定
量
か
ら
試
料
一
〇

〇
ｇ
当
た
り
の
乳
酸
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
を
求
め

酸
度
と
す
る
。

〇
・
一
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
一

ｍ
ｌ
は
、
乳
酸
九
ｍ
ｇ
に
相
当
す
る
。

指
示
薬
は
、
フ
エ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
一
ｇ
を
五

〇
％
エ
タ
ノ
ー
ル
に
溶
か
し
て
一
〇
〇
ｍ
ｌ
と

す
る
。

６
　
乳
製
品
の
水
分
の
定
量
法

乳
製
品
の
乳
固
形
分
の
定
量
法
の
項
に
定
め
る
方

法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
乾
燥
物
質
の
パ
ー
セ

ン
ト
量
を
求
め
、
乾
燥
減
量
パ
ー
セ
ン
ト
量
を

水
分
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
と
す
る
。

７
　
乳
製
品
の
糖
分
の
定
量
法

ａ
　
乳
糖
の
定
量
法

加
糖
練
乳
及
び
加
糖
脱
脂
練
乳
は
乳
製
品
の
乳

固
形
分
の
定
量
法
の
項
に
定
め
る
方
法
に
よ

る
定
量
の
際
に
用
い
る
希
釈
試
料
二
〇
ｍ
ｌ

（
試
料
四
ｇ
相
当
量
）
を
二
〇
〇
ｍ
ｌ
の
メ

ス
フ
ラ
ス
コ
に
採
り
水
を
加
え
て
定
容
と
し

て
供
試
液
と
す
る
。

加
糖
粉
乳
は
一
・
五
ｇ
か
ら
一
・
七
ｇ
ま
で
を

採
り
温
湯
に
溶
解
し
前
項
と
同
様
に
し
て
二

〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
て
供
試
液
と
す
る
。

濃
縮
ホ
エ
イ
は
、
検
体
を
細
砕
器
具
を
用
い
て

均
一
な
試
料
と
し
た
後
、
前
項
と
同
様
に
し

て
二
〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
て
供
試
液
と
す
る
。

フ
エ
ー
リ
ン
グ
溶
液
甲
・
乙
各
五
ｍ
ｌ
と
水
一

〇
ｍ
ｌ
を
二
〇
〇
ｍ
ｌ
の
マ
イ
ヤ
ー
フ
ラ
ス

コ
に
採
り
供
試
液
を
ビ
ユ
ー
レ
ツ
ト
に
入
れ

滴
定
予
定
量
の
大
部
分
を
注
加
し
、
直
火
を

避
け
て
加
熱
し
、
二
分
間
以
内
に
沸
騰
さ
せ

た
後
、
加
熱
を
弱
め
、
硫
酸
銅
の
青
色
が
ほ

と
ん
ど
退
色
し
た
後
メ
チ
レ
ン
ブ
ル
ー
液
四

滴
を
徐
々
に
加
え
煮
沸
し
な
が
ら
青
色
の
消

え
る
ま
で
供
試
液
を
滴
下
す
る
。
滴
定
の
終

末
に
お
い
て
は
一
回
に
一
滴
ず
つ
滴
下
し
て

過
量
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、
滴
定
は
沸
騰

し
始
め
て
か
ら
三
分
間
以
内
に
終
わ
ら
せ

る
。
滴
定
予
定
量
を
定
め
る
た
め
予
備
試
験

を
行
い
、
本
試
験
に
お
い
て
滴
下
す
る
供
試

液
の
量
は
二
ｍ
ｌ
以
内
に
止
め
る
よ
う
に
す

る
。

滴
定
数
よ
り
別
記
三
乳
糖
定
量
表
を
用
い
て

「
供
試
液
一
〇
〇
ｍ
ｌ
中
の
無
水
乳
糖
量
」

を
求
め
、
こ
れ
に
フ
エ
ー
リ
ン
グ
溶
液
の
甲

液
の
力
価
を
乗
じ
補
正
を
行
つ
て
試
料
一
ｇ

当
た
り
の
乳
糖
量
を
求
め
る
。

同
時
に
滴
定
数
に
相
当
す
る
同
表
中
の
数
値
を

求
め
て
試
料
一
ｇ
当
た
り
に
換
算
し
こ
れ
を

し
よ
糖
定
量
の
際
乳
糖
が
還
元
す
る
亜
酸
化

銅
量
に
基
づ
く
「
試
料
一
ｇ
当
た
り
の
乳
糖

量
が
転
化
糖
と
し
て
定
量
せ
ら
れ
る
量
」
と

す
る
。

ｂ
　
し
よ
糖
の
定
量
法

加
糖
練
乳
及
び
加
糖
脱
脂
練
乳
は
乳
糖
定
量
用

の
供
試
液
五
〇
ｍ
ｌ
（
試
料
一
ｇ
相
当
量
）

に
、
加
糖
粉
乳
は
、
一
・
〇
ｇ
か
ら
一
・
五

ｇ
ま
で
を
採
り
五
〇
ｍ
ｌ
の
温
湯
に
溶
解
し

た
も
の
に
転
化
用
塩
酸
液
（
二
五
％
、
比
重

一
・
一
二
五
）
二
・
五
ｍ
ｌ
を
加
え
六
五
度

の
温
湯
中
に
浸
し
て
二
〇
分
間
こ
れ
を
加
温

し
て
転
化
し
、
直
ち
に
水
冷
し
て
フ
エ
ノ
ー

ル
フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
二
滴
を
加
え
、
水
酸
化

ナ
ト
リ
ウ
ム
試
薬
を
用
い
て
中
和
し
水
を
加

え
て
二
〇
〇
ｍ
ｌ
と
す
る
。
供
試
液
を
ビ
ユ

ー
レ
ツ
ト
に
入
れ
フ
エ
ー
リ
ン
グ
溶
液
一
〇

ｍ
ｌ
（
甲
、
乙
各
五
ｍ
ｌ
）
と
水
一
〇
ｍ
ｌ

を
加
え
た
も
の
を
乳
糖
定
量
の
場
合
と
同
様

に
滴
定
す
る
。

滴
定
数
か
ら
こ
れ
に
相
当
す
る
転
化
糖
量
を
別

記
四
の
転
化
糖
定
量
表
を
用
い
て
求
め
「
試

料
一
ｇ
当
た
り
の
転
化
糖
の
全
量
」
を
算
出

す
る
。
次
に
前
記
に
よ
り
測
定
し
た
「
試
料

一
ｇ
当
た
り
の
乳
糖
量
が
転
化
糖
と
し
て
定

量
せ
ら
れ
る
量
」
を
上
の
値
よ
り
引
い
た
も

の
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
、
こ
れ
に
フ
エ
ー
リ

ン
グ
溶
液
の
甲
液
の
力
価
を
乗
じ
て
補
正

し
、
試
料
一
ｇ
当
た
り
の
し
よ
糖
量
を
算
出

す
る
。

〇
フ
エ
ー
リ
ン
グ
溶
液

甲
液
　
結
晶
硫
酸
銅
（

ＣｕＳＯ４
５
Ｈ
２

Ｏ
）
三
四
・

六
三
九
ｇ
を
水
に
溶
か
し
て
五
〇
〇
ｍ
ｌ
と

し
、
そ
の
力
価
を
定
め
て
お
く
。

乙
液
　
ロ
ツ
シ
エ
ル
塩
一
七
三
ｇ
及
び
水
酸
化

ナ
ト
リ
ウ
ム
五
〇
ｇ
を
水
に
溶
か
し
て
五
〇

〇
ｍ
ｌ
と
す
る
。

〇
甲
液
の
力
価
検
定

甲
液
一
〇
ｍ
ｌ
を
正
確
に
採
り
水
四
〇
ｍ
ｌ
を

加
え
更
に
酢
酸
（
三→

一
〇
）
四
ｍ
ｌ
を
加

え
て
酸
性
と
し
こ
れ
に
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム
三

ｇ
を
加
え
て
遊
離
す
る
ヨ
ウ
素
を
一
％
可
溶

性
で
ん
粉
溶
液
を
指
示
薬
と
し
て
〇
・
一
ｍ

ｏ
ｌ
／
ｌ
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
を
用

い
て
滴
定
す
る
。
〇
・
一
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
チ
オ

硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
の
一
ｍ
ｌ
は
六
・
三

五
七
ｍ
ｇ
の
銅
に
相
当
す
る
。
こ
の
滴
定
数

か
ら
甲
液
一
〇
ｍ
ｌ
中
の
銅
の
量
を
計
算
す

る
。
こ
の
銅
の
量
を
一
七
四
・
九
ｍ
ｇ
で
除

し
た
商
を
使
用
し
た
甲
液
の
力
価
と
す
る
。

こ
の
力
価
は
一±

〇
・
〇
〇
五
以
内
と
な
る
よ

う
に
調
製
す
る
。

メ
チ
レ
ン
ブ
ル
ー
溶
液
　
試
薬
用
特
級
メ
チ
レ

ン
ブ
ル
ー
一
ｇ
を
水
に
溶
か
し
て
一
〇
〇
ｍ

ｌ
と
す
る
。

８
　
乳
及
び
乳
製
品
の
細
菌
数
の
測
定
法

ａ
　
生
乳
、
生
山
羊
乳
及
び
生
水
牛
乳
の
直
接

個
体
鏡
検
法
に
よ
る
細
菌
数
の
測
定
法

Ａ
　
検
体
の
採
取

滅
菌
か
く
は
ん
器
で
容
器
内
の
乳
を
十
分
に

か
き
混
ぜ
た
後
、
滅
菌
採
取
管
で
検
体
約

二
五
ｍ
ｌ
か
ら
三
〇
ｍ
ｌ
ま
で
の
量
を
滅

菌
採
取
瓶
に
採
り
、
四
度
以
下
の
温
度
で

保
持
又
は
運
搬
す
る
。
検
体
は
採
取
後
四

時
間
以
内
に
試
験
に
供
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
四
時
間
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
成
績
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

Ｂ
　
測
定
法

検
体
を
そ
の
容
器
と
と
も
に
二
五
回
以
上
よ

く
振
り
、
牛
乳
細
菌
用
ミ
ク
ロ
ピ
ペ
ッ
ト

で
そ
の
検
体
を
適
当
に
吸
収
し
、
白
布
を

も
っ
て
ピ
ペ
ッ
ト
の
外
壁
に
附
着
し
た
乳

を
清
し
き
し
、
次
に
ピ
ペ
ッ
ト
内
の
検
体

を
そ
の
先
端
よ
り
白
布
を
用
い
て
吸
引

し
、
検
体
を
正
確
に
〇
・
〇
一
ｍ
ｌ
と
な

し
、
そ
の
全
部
を
載
物
硝
子
上
に
放
出

し
塗

ま
つ沫

針
を
用
い
て
一
ｃ
ｍ
２

の
面
積
に

一
様
に
塗
り
約
五
分
間
か
す
か
に
加
温
、

乾
燥
し
た
後
、
別
記
の
色
素
溶
液
に
瞬
間

浸
し
て
染
色
し
、
直
ち
に
余
液
を
振
り
落
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し
、
乾
燥
す
る
の
を
待
っ
て
水
洗
し
、
再

び
乾
燥
し
て
標
本
を
作
成
す
る
。

油
浸
レ
ン
ズ
を
装
置
し
た
顕
微
鏡
を
用
い
、

対
物
測
微
計
を
も
っ
て
視
野
の
直
径
を

〇
・
二
〇
六
ｍ
ｍ
に
調
節
し
、
前
記
の
標

本
を
鏡
検
し
、
一
六
以
上
の
代
表
的
視
野

の
細
菌
数
を
個
々
に
測
定
し
、
一
視
野
に

対
す
る
平
均
数
を
求
め
る
。
こ
れ
に
三
〇

万
を
乗
じ
た
数
値
の
上
位
二
け
た
を
有
効

数
字
と
し
て
略
算
し
た
も
の
を
生
乳
、
生

山
羊
乳
又
は
生
水
牛
乳
一
ｍ
ｌ
中
の
細
菌

数
と
す
る
。

Ｃ
　
色
素
溶
液
の
調
製
法

フ
ラ
ス
コ
中
に
テ
ト
ラ
ク
ロ
ー
ル
エ
タ
ン
四

〇
ｍ
ｌ
及
び
無
水
エ
タ
ノ
ー
ル
五
四
ｍ
ｌ

を
入
れ
七
〇
度
ま
で
加
温
し
、
こ
れ
に
メ

チ
レ
ン
ブ
ル
ー
一
・
〇
〇
ｇ
か
ら
一
・
一

二
ｇ
ま
で
を
混
じ
強
く
振
つ
て
色
素
を
完

全
に
溶
か
し
、
冷
却
す
る
の
を
待
つ
て
、

酢
酸
六
ｍ
ｌ
を
徐
々
に
加
え
ろ
過
し
た
後

密
栓
し
て
貯
え
る
。

ｂ
　
牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分

調
整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、

加
工
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
乳
飲

料
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
、

無
糖
脱
脂
練
乳
、
加
糖
練
乳
、
加
糖
脱
脂
練

乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ

ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃

縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ
ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ

ダ
ー
、
加
糖
粉
乳
及
び
調
製
粉
乳
の
標
準
平

板
培
養
法
に
よ
る
細
菌
数
（
生
菌
数
）
の
測

定
法

Ａ
　
検
体
の
採
取
及
び
試
料
の
調
製
法

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調

整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、

加
工
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
及
び

乳
飲
料
に
あ
っ
て
は
容
器
包
装
の
ま
ま
採

取
す
る
か
、
又
は
そ
の
成
分
規
格
に
適
合

す
る
か
し
な
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
の
で

き
る
数
量
を
滅
菌
採
取
器
具
を
用
い
て
無

菌
的
に
滅
菌
採
取
瓶
に
採
り
、
濃
縮
乳
及

び
脱
脂
濃
縮
乳
に
あ
っ
て
は
ａ
　
生
乳
、

生
山
羊
乳
及
び
生
水
牛
乳
の
直
接
個
体
鏡

検
法
に
よ
る
細
菌
数
の
測
定
法
Ａ
　
検
体

の
採
取
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
約
二
〇
〇

ｇ
を
採
取
す
る
。
こ
の
場
合
、
四
度
以
下

の
温
度
で
保
持
し
運
搬
す
る
。
検
体
は
そ

の
後
四
時
間
以
内
に
試
験
に
供
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
四
時
間
を
超
え
た
場
合

は
、
そ
の
旨
を
成
績
書
に
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
濃
縮
乳
及
び
脱
脂
濃
縮
乳
を
除
き
、

滅
菌
採
取
瓶
に
採
取
し
た
も
の
に
あ
っ
て

は
そ
の
ま
ま
、
容
器
包
装
の
ま
ま
採
取
し

た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
全
部
を
滅
菌
広

口
瓶
に
無
菌
的
に
移
し
、
二
五
回
以
上
よ

く
振
り
滅
菌
牛
乳
用
ピ
ペ
ッ
ト
を
も
っ
て

滅
菌
希
釈
瓶
を
用
い
て
一
〇
倍
及
び
一
〇

〇
倍
の
希
釈
液
を
、
更
に
希
釈
を
す
る
場

合
に
は
滅
菌
化
学
用
ピ
ペ
ッ
ト
を
も
っ
て

同
様
に
希
釈
液
を
つ
く
る
。

無
糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
、
加
糖
練
乳
、

加
糖
脱
脂
練
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉
乳
、

ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ

ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ

ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉

乳
及
び
調
製
粉
乳
に
あ
っ
て
は
容
器
包
装

の
ま
ま
採
取
す
る
か
、
又
は
そ
の
成
分
規

格
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
判
断
す
る

こ
と
の
で
き
る
数
量
を
滅
菌
採
取
器
具
を

用
い
て
無
菌
的
に
滅
菌
採
取
瓶
に
採
り
、

濃
縮
乳
及
び
脱
脂
濃
縮
乳
に
あ
っ
て
は
滅

菌
採
取
瓶
の
ま
ま
、
二
五
回
以
上
よ
く
振

り
、
滅
菌
ス
プ
ー
ン
で
検
体
一
〇
ｇ
を
共

栓
三
角
フ
ラ
ス
コ
（
栓
を
除
い
て
重
量
八

五
ｇ
以
下
で
一
〇
〇
ｍ
ｌ
の
所
に
か
く
線

を
有
す
る
も
の
）
に
採
り
、
滅
菌
生
理
食

塩
水
を
加
え
一
〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
て
一
〇
倍

希
釈
液
を
つ
く
り
、
以
下
牛
乳
、
特
別
牛

乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調
整
牛
乳
、
低

脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、
加
工
乳
、
ク

リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
及
び
乳
飲
料
と
同

様
に
希
釈
液
を
つ
く
る
。

Ｂ
　
測
定
法

牛
乳
、
特
別
牛
乳
、
殺
菌
山
羊
乳
、
成
分
調

整
牛
乳
、
低
脂
肪
牛
乳
、
無
脂
肪
牛
乳
、

加
工
乳
、
ク
リ
ー
ム
、
調
製
液
状
乳
、
乳

飲
料
、
濃
縮
乳
、
脱
脂
濃
縮
乳
、
加
糖
練

乳
、
加
糖
脱
脂
練
乳
、
全
粉
乳
、
脱
脂
粉

乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
ホ
エ
イ
パ
ウ

ダ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
ホ
エ
イ
パ
ウ
ダ

ー
、
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖
粉

乳
及
び
調
製
粉
乳
の
各
希
釈
液
で
一
平
板

に
、
三
〇
個
か
ら
三
〇
〇
個
ま
で
の
集
落

が
得
ら
れ
る
よ
う
な
希
釈
液
を
選
択
し
、

同
一
希
釈
液
に
対
し
滅
菌
ペ
ト
リ
ー
皿
二

枚
以
上
を
用
意
し
滅
菌
ピ
ペ
ッ
ト
で
そ
れ

ぞ
れ
の
希
釈
液
各
一
ｍ
ｌ
ず
つ
を
正
確
に

採
り
、
こ
れ
に
あ
ら
か
じ
め
加
温
溶
解
し

て
四
三
度
か
ら
四
五
度
ま
で
の
温
度
に
保

持
し
た
標
準
寒
天
培
養
基
約
一
五
ｍ
ｌ
を

加
え
、
静
か
に
回
転
、
前
後
左
右
に
傾
斜

し
て
混
合
し
、
冷
却
凝
固
さ
せ
る
。

試
料
を
ペ
ト
リ
ー
皿
に
採
っ
て
か
ら
培
養
基

を
注
加
す
る
ま
で
に
二
〇
分
以
上
を
経
過

し
て
は
な
ら
な
い
。

培
養
基
が
凝
固
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
倒
置

し
て
三
二
度
か
ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で

四
八
時
間
（
前
後
三
時
間
の
余
裕
を
認
め

る
。
）
培
養
後
発
生
し
た
集
落
数
を
算
定

す
る
。
こ
の
場
合
、
培
養
時
間
を
経
過
し

た
後
、
直
ち
に
算
定
で
き
な
い
場
合
は
、

こ
れ
を
取
り
出
し
て
五
度
以
下
の
冷
蔵
庫

に
保
存
す
れ
ば
、
二
四
時
間
以
内
は
算
定

に
供
し
得
る
。

試
料
を
加
え
な
い
で
希
釈
用
液
一
ｍ
ｌ
と
培

養
基
と
を
混
合
し
た
も
の
を
対
照
と
し
、

ペ
ト
リ
ー
皿
、
希
釈
液
及
び
培
養
基
の
無

菌
で
あ
っ
た
こ
と
並
び
に
操
作
が
完
全
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

ペ
ト
リ
ー
皿
は
直
径
九
ｃ
ｍ
か
ら
一
〇
ｃ
ｍ

ま
で
、
深
さ
一
・
五
ｃ
ｍ
と
す
る
。

無
糖
練
乳
及
び
無
糖
脱
脂
練
乳
は
調
製
し
た

一
〇
倍
希
釈
液
一
〇
ｍ
ｌ
を
二
ｍ
ｌ
ず
つ

滅
菌
ペ
ト
リ
ー
皿
五
枚
に
採
り
、
以
下
牛

乳
と
同
様
に
実
施
す
る
。

細
菌
数
算
定
は
、
次
の
要
領
に
よ
る
。

無
糖
練
乳
及
び
無
糖
脱
脂
練
乳
を
除
い
て
は

一
平
板
の
集
落
数
三
〇
個
か
ら
三
〇
〇
個

ま
で
の
場
合
及
び
拡
散
集
落
が
あ
っ
て
も

そ
の
部
分
が
平
板
の
二
分
の
一
以
下
で
他

の
集
落
が
よ
く
分
散
し
て
い
て
、
算
定
に

支
障
の
な
い
も
の
を
選
び
出
し
、
集
落
計

算
器
を
用
い
て
常
に
一
定
し
た
光
線
の
下

で
集
落
数
を
計
測
し
、
一
平
板
の
集
落
数

又
は
二
枚
以
上
の
平
均
集
落
数
に
希
釈
倍

数
を
乗
じ
た
数
字
を
記
載
す
る
場
合
、
高

位
か
ら
三
け
た
目
を
四
捨
五
入
し
て
二
け

た
の
み
を
記
載
し
そ
れ
以
下
は
〇
を
附
す

る
。

次
の
場
合
は
こ
れ
を
試
験
室
内
事
故
と
す

る
。

イ
　
集
落
の
発
生
の
な
か
っ
た
場
合
（
無

糖
練
乳
、
無
糖
脱
脂
練
乳
及
び
摂
氏
一

一
五
度
で
一
五
分
間
以
上
加
熱
殺
菌
し

た
乳
飲
料
の
場
合
を
除
く
。
）

ロ
　
拡
散
集
落
の
部
分
が
平
板
の
二
分
の

一
を
超
え
た
場
合

ハ
　
汚
染
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

ニ
　
そ
の
他
不
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の

〇
培
地

標
準
寒
天
培
養
基

ペ
プ
ト
ン
五
ｇ
、
酵
母
エ
キ
ス
二
・
五

ｇ
、
ブ
ド
ウ
糖
一
ｇ
及
び
寒
天
一
五

ｇ
を
精
製
水
一
、
〇
〇
〇
ｍ
ｌ
に
合

し
て
加
熱
し
て
溶
か
し
、
高
圧
滅
菌

す
る
（
滅
菌
後
の
ｐ
Ｈ
は
七
・
〇
か

ら
七
・
二
ま
で
と
す
る
。
）
。

９
　
乳
及
び
乳
製
品
の
大
腸
菌
群
の
測
定
法

本
試
験
に
お
け
る
大
腸
菌
群
と
は
、
グ
ラ
ム
陰

性
、
無
芽
胞
性
の

か
ん桿

菌
で
乳
糖
を
分
解
し
て
ガ

ス
を
発
生
す
る
す
べ
て
の
好
気
性
及
び
通
性
嫌

気
性
の
細
菌
を
い
う
。

ａ
　
検
体
の
採
取
及
び
試
料
の
調
製
法

（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
８
　
乳
及
び
乳
製
品

の
細
菌
数
の
測
定
法
の
ｂ
（
標
準
平
板
培

養
法
）
の
Ａ
に
準
ず
る
。

ｂ
　
測
定
法

検
体
一
ｍ
ｌ
及
び
そ
の
一
〇
倍
希
釈
液
、
一
〇

〇
倍
希
釈
液
の
各
一
ｍ
ｌ
を
二
本
ず
つ
Ｂ
・

Ｇ
・
Ｌ
・
Ｂ
・
発
酵
管
に
接
種
し
、
三
二
度

か
ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で
四
八
時
間
（
前

後
三
時
間
の
余
裕
を
認
め
る
。
）
培
養
し
て

ガ
ス
発
生
の
有
無
を
観
察
す
る
。

ガ
ス
発
生
を
認
め
な
い
も
の
は
、
大
腸
菌
群
陰

性
と
し
、
ガ
ス
発
生
を
認
め
た
場
合
に
は
、

そ
の
発
酵
管
を
採
り
、
一
白
金
耳
を
遠
藤
培

養
基
又
は
Ｅ
・
Ｍ
・
Ｂ
・
培
養
基
に
か
く
線

培
養
し
て
、
独
立
し
た
集
落
を
発
生
せ
し
め

る
。
三
二
度
か
ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で
二

四
時
間
（
前
後
二
時
間
の
余
裕
を
認
め
る
。
）

培
養
後
遠
藤
培
養
基
又
は
Ｅ
・
Ｍ
・
Ｂ
・
培

養
基
か
ら
定
型
的
大
腸
菌
群
集
落
又
は
二
個

以
上
の
非
定
型
的
集
落
を

ち
よ
う

釣

菌
し
て
、
乳

糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管
及
び
寒
天
斜
面
に
そ
れ

ぞ
れ
移
植
す
る
。
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乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管
は
三
二
度
か
ら
三
五
度

ま
で
の
温
度
で
四
八
時
間
（
前
後
三
時
間
の

余
裕
を
認
め
る
。
）
、
寒
天
斜
面
は
三
二
度
か

ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で
二
四
時
間
培
養

し
、
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管
に
お
い
て
ガ
ス

発
生
を
確
認
し
た
場
合
に
、
こ
れ
と
相
対
す

る
寒
天
斜
面
培
養
に
つ
い
て
鏡
検
し
、
グ
ラ

ム
陰
性
無
芽
胞

か
ん桿

菌
を
認
め
た
場
合
を
大
腸

菌
群
陽
性
と
す
る
。

〇
培
地

Ａ
　
Ｂ
・
Ｇ
・
Ｌ
・
Ｂ
・
発
酵
管

ペ
プ
ト
ン
一
〇
ｇ
及
び
乳
糖
一
〇
ｇ
を
蒸

留
水
五
〇
〇
ｍ
ｌ
に
溶
解
し
、
こ
れ
に

新
鮮
な
牛
胆
汁
二
〇
〇
ｍ
ｌ
（
又
は
乾

燥
牛
胆
末
二
〇
ｇ
を
水
二
〇
〇
ｍ
ｌ
に

溶
解
し
た
も
の
で
ｐ
Ｈ
七
・
〇
か
ら

七
・
五
ま
で
の
も
の
）
を
加
え
て
約
九

七
五
ｍ
ｌ
と
し
ｐ
Ｈ
七
・
四
に
修
正

し
、
こ
れ
に
〇
・
一
％
の
ブ
リ
リ
ア
ン

ト
グ
リ
ー
ン
水
溶
液
一
三
・
三
ｍ
ｌ
を

加
え
て
、
全
量
を
一
、
〇
〇
〇
ｍ
ｌ
と

し
、
綿
ろ
過
し
、
ダ
ー
ラ
ム
管
を
入
れ

た
試
験
管
に
約
一
〇
ｍ
ｌ
ず
つ
分
注
し

て
後
間
け
つ
滅
菌
す
る
（
滅
菌
後
の
ｐ

Ｈ
は
七
・
一
か
ら
七
・
四
ま
で
と
す

る
。
）
。

Ｂ
　
遠
藤
培
養
基

三
％
の
普
通
寒
天
（
ｐ
Ｈ
七
・
四
か
ら

七
・
八
ま
で
の
も
の
）
一
、
〇
〇
〇
ｍ

ｌ
を
加
温
溶
解
し
、
こ
れ
に
あ
ら
か
じ

め
少
量
の
水
に
溶
し
た
乳
糖
一
五
ｇ
を

加
え
て
よ
く
混
和
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ

に
フ
ク
シ
ン
の
エ
タ
ノ
ー
ル
飽
和
溶
液

（
エ
タ
ノ
ー
ル
一
〇
〇
ｍ
ｌ
に
フ
ク
シ

ン
約
一
一
ｇ
を
溶
か
し
た
も
の
）
一
・

〇
ｍ
ｌ
を
加
え
冷
却
し
て
約
五
〇
度
に

な
つ
た
と
き
、
新
た
に
製
し
た
一
〇
％

の
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
を
少
量
ず

つ
加
え
る
。
フ
ク
シ
ン
の
色
が
淡
桃
色

に
な
つ
た
と
き
滴
加
を
止
め
る
。

こ
れ
を
試
験
管
又
は
フ
ラ
ス
コ
に
四
〇
ｍ

ｌ
か
ら
一
〇
〇
ｍ
ｌ
ま
で
を
分
注
し
、

間
け
つ
滅
菌
し
、
用
に
臨
み
溶
か
し
て

平
板
と
す
る
。

Ｃ
　
Ｅ
・
Ｍ
・
Ｂ
・
培
養
基

ペ
プ
ト
ン
一
〇
ｇ
リ
ン
酸
二
カ
リ
ウ
ム

（
Ｋ２

ＨＰＯ４
）
二
ｇ
及
び
寒
天
二
五
ｇ
か
ら

三
〇
ｇ
ま
で
を
蒸
液
水
一
、
〇
〇
〇
ｍ

ｌ
に
加
え
加
熱
溶
解
し
、
沸
騰
後
蒸
発

水
量
を
補
正
す
る
（
ｐ
Ｈ
の
修
正
不

要
。
）
。
こ
れ
に
乳
糖
一
〇
ｇ
二
％
エ
オ

ジ
ン
水
溶
液
（
エ
オ
ジ
ン
黄
）
二
〇
ｍ

ｌ
及
び
〇
・
五
％
メ
チ
レ
ン
ブ
ル
ー
水

溶
液
一
三
ｍ
ｌ
を
加
え
て
よ
く
混
和

し
、
分
注
し
、
間
け
つ
滅
菌
し
て
用
に

臨
み
平
板
と
す
る
。

Ｄ
　
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管

普
通
ブ
イ
ヨ
ン
に
乳
糖
を
〇
・
五
％
の
割

合
に
加
え
て
、
ダ
ー
ラ
ム
管
を
入
れ
た

試
験
管
に
約
一
〇
ｍ
ｌ
ず
つ
分
注
し
、

間
け
つ
滅
菌
す
る
（
滅
菌
後
の
ｐ
Ｈ
は

六
・
四
か
ら
七
・
〇
ま
で
と
す
る
。
）
。

別
記
一

全
乳
比
重
補
正
表

　→

牛
乳
温
度

　

　
　

　
０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

　

　↓

乳稠計度数

１４
１２．９

１２．９

１２．９

１３．０

１３．０

１３．１

１３．１

１３．１

１３．２

１３．３

１３．４

１３．５

１３．６

１３．７

　

１５
１３．９

１３．９

１３．９

１４．０

１４．０

１４．１

１４．１

１４．１

１４．２

１４．３

１４．４

１４．５

１４．６

１４．７

　

１６
１４．９

１４．９

１４．９

１５．０

１５．０

１５．１

１５．１

１５．１

１５．２

１５．３

１５．４

１５．５

１５．６

１５．７

　

１７
１５．９

１５．９

１５．９

１６．０

１６．０

１６．１

１６．１

１６．１

１６．２

１６．３

１６．４

１６．５

１６．６

１６．７

　

１８
１６．９

１６．９

１６．９

１７．０

１７．０

１７．１

１７．１

１７．１

１７．２

１７．３

１７．４

１７．５

１７．６

１７．７

　

１９
１７．８

１７．８

１７．８

１７．９

１７．９

１８．０

１８．１

１８．１

１８．２

１８．３

１８．４

１８．５

１８．６

１８．７

　

２０
１８

１８

１８

１８

１８

１８

１９

１９

１９

１９

１９

１９

１９

１９

　

．７

．７

．７

．８

．８

．９

．０

．０

．１

．２

．３

．４

．５

．６

２１
１９．６

１９．６

１９．７

１９．７

１９．７

１９．８

１９．９

２０．０

２０．１

２０．２

２０．３

２０．４

２０．５

２０．６

　

２２
２０．６

２０．６

２０．７

２０．７

２０．７

２０．８

２０．９

２１．０

２１．１

２１．２

２１．３

２１．４

２１．５

２１．６

　

２３
２１．５

２１．５

２１．６

２１．７

２１．７

２１．８

２１．９

２２．０

２２．１

２２．２

２２．３

２２．４

２２．５

２２．６

　

２４
２２．４

２２．４

２２．５

２２．６

２２．７

２２．８

２２．９

２３．０

２３．１

２３．２

２３．３

２３．４

２３．５

２３．６

　

２５
２３．３

２３．３

２３．４

２３．５

２３．６

２３．７

２３．８

２３．９

２４．０

２４．１

２４．２

２４．３

２４．５

２４．６

　

２６
２４．３

２４．３

２４．４

２４．５

２４．６

２４．７

２４．８

２４．９

２５．０

２５．１

２５．２

２５．３

２５．５

２５．６

　

２７
２５．２

２５．３

２５．４

２５．５

２５．６

２５．７

２５．８

２５．９

２６．０

２６．１

２６．２

２６．３

２６．５

２６．６

　

２８
２６．１

２６．２

２６．３

２６．４

２６．５

２６．６

２６．７

２６．８

２６．９

２７．０

２７．１

２７．２

２７．４

２７．６

　

２９
２７．０

２７．１

２７．２

２７．３

２７．４

２７．５

２７．６

２７．７

２７．８

２７．９

２８．１

２８．２

２８．４

２８．６

　

３０
２７．９

２８．０

２８．１

２８．２

２８．３

２８．４

２８．５

２８．６

２８．７

２８．８

２９．０

２９．２

２９．４

２９．６

　

３１
２８．８

２８．９

２９．０

２９．１

２９．２

２９．３

２９．５

２９．６

２９．７

２９．８

３０．０

３０．２

３０．４

３０．６

　

３２
２９．７

２９．８

２９．９

３０．０

３０．１

３０．３

３０．４

３０．５

３０．６

３０．８

３１．０

３１．２

３１．４

３１．６

　

３３
３０．６

３０．７

３０．８

３０．９

３１．０

３１．２

３１．３

３１．４

３１．６

３１．８

３２．０

３２．２

３２．４

３２．６

　

３４
３１．５

３１．６

３１．７

３１．８

３１．９

３２．１

３２．２

３２．３

３２．５

３２．７

３２．９

３３．１

３３．３

３３．５

　

３５
３２．４

３２．５

３２．６

３２．７

３２．８

３３．０

３３．１

３３．２

３３．４

３３．６

３３．８

３４．０

３４．２

３４．４

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

１３．８

１４．０

１４．１

１４．２

１４．４

１４．６

１４．８

１５．０

１５．２

１５．４

１５．６

１５．８

１６．０

１６．２

１６．４

１６．６

１６．８

１４．８

１５．０

１５．１

１５．２

１５．４

１５．６

１５．８

１６．０

１６．２

１６．４

１６．６

１６．８

１７．０

１７．２

１７．４

１７．６

１７．８

１５．８

１６．０

１６．１

１６．３

１６．５

１６．７

１６．９

１７．１

１７．３

１７．５

１７．７

１７．９

１８．１

１８．３

１８．５

１８．７

１８．９

１６．８

１７．０

１７．１

１７．３

１７．５

１７．７

１７．９

１８．１

１８．３

１８．５

１８．７

１８．９

１９．１

１９．３

１９．５

１９．７

２０．０

１７．８

１８．０

１８．１

１８．３

１８．５

１８．７

１８．９

１９．１

１９．３

１９．５

１９．７

１９．９

２０．１

２０．３

２０．５

２０．７

２１．０

１８．８

１９．０

１９．１

１９．３

１９．５

１９．７

１９．９

２０．１

２０．３

２０．５

２０．７

２０．９

２１．１

２１．３

２１．５

２１．７

２２．０

１９

２０

２０

２０

２０

２０

２０

２１

２１

２１

２１

２１

２２

２２

２２

２２

２３
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．８

．０

．１

．３

．５

．７

．９

．１

．３

．５

．７

．９

．１

．３

．５

．７

．０

２０．８

２１．０

２１．２

２１．４

２１．６

２１．８

２２．０

２２．２

２２．４

２２．６

２２．８

２３．１

２３．２

２３．４

２３．６

２３．８

２４．１

２１．８

２２．０

２２．２

２２．４

２２．６

２２．８

２３．０

２３．２

２３．４

２３．６

２３．８

２４．１

２４．３

２４．５

２４．７

２４．９

２５．２

２２．８

２３．０

２３．２

２３．４

２３．６

２３．８

２４．０

２４．２

２４．４

２４．６

２４．８

２５．１

２５．３

２５．５

２５．７

２６．０

２６．２

２３．８

２４．０

２４．２

２４．４

２４．６

２４．８

２５．０

２５．２

２５．４

２５．６

２５．８

２６．１

２６．３

２６．５

２６．７

２７．０

２７．３

２４．８

２５．０

２５．２

２５．４

２５．６

２５．８

２６．０

２６．２

２６．４

２６．６

２６．８

２７．１

２７．３

２７．５

２７．７

２８．０

２８．３

２５．８

２６．０

２６．２

２６．４

２６．６

２６．９

２７．１

２７．３

２７．５

２７．７

２７．９

２８．２

２８．４

２８．６

２８．９

２９．２

２９．５

２６．８

２７．０

２７．２

２７．４

２７．６

２７．９

２８．２

２８．４

２８．６

２８．８

２９．０

２９．３

２９．５

２９．７

３０．０

３０．３

３０．６

２７．８

２８．０

２８．２

２８．４

２８．６

２８．９

２９．２

２９．４

２９．６

２９．９

３０．１

３０．４

３０．６

３０．８

３１．１

３１．４

３１．７

２８．８

２９．０

２９．２

２９．４

２９．６

２９．９

３０．２

３０．４

３０．６

３０．９

３１．２

３１．５

３１．７

３１．９

３２．２

３２．５

３２．８

２９．８

３０．０

３０．２

３０．４

３０．６

３０．９

３１．２

３１．４

３１．６

３１．９

３２．２

３２．５

３２．７

３３．０

３３．３

３３．６

３３．９

３０．８

３１．０

３１．２

３１．４

３１．７

３２．０

３２．３

３２．５

３２．７

３３．０

３３．３

３３．６

３３．８

３４．１

３４．４

３４．７

３５．１

３１．８

３２．０

３２．２

３２．４

３２．７

３３．０

３３．３

３３．６

３３．８

３４．１

３４．４

３４．７

３４．９

３５．２

３５．５

３５．８

３６．２

３２．８

３３．０

３３．２

３３．４

３３．７

３４．０

３４．３

３４．６

３４．９

３５．２

３５．５

３５．８

３６．０

３６．３

３６．６

３６．９

３７．３

３３．８

３４．０

３４．２

３４．４

３４．７

３５．０

３５．３

３５．６

３５．９

３６．２

３６．５

３６．８

３７．１

３７．４

３７．７

３８．０

３８．４

３４．７

３５．０

３５．２

３５．４

３５．７

３６．０

３６．３

３６．６

３６．９

３７．２

３７．５

３７．８

３８．１

３８．４

３８．７

３９．１

３９．５

別
記
二

低
脂
肪
牛
乳
及
び
無
脂
肪
牛
乳
比
重
補
正
表

　→

低
脂
肪
牛
乳
及
び
無
脂
肪
牛
乳
温
度

　

　
　

　
０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

　

　↓

乳稠計度数

１８
１７．２

１７．２

１７．２

１７．２

１７．２

１７．３

１７．３

１７．３

１７．３

１７．４

１７．５

１７．６

１７．７

１７．８

　

　

１９
１８．２

１８．２

１８．２

１８．２

１８．２

１８．３

１８．３

１８．３

１８．３

１８．４

１８．５

１８．６

１８．７

１８．８

　

　

２０
１９．２

１９．２

１９．２

１９．２

１９．２

１９．３

１９．３

１９．３

１９．３

１９．４

１９．５

１９．６

１９．７

１９．８

　

　

２１
２０．２

２０．２

２０．２

２０．２

２０．２

２０．３

２０．３

２０．３

２０．３

２０．４

２０．５

２０．６

２０．７

２０．８

　

　

２２
２１．１

２１．１

２１．１

２１．１

２１．２

２１．３

２１．３

２１．３

２１．３

２１．４

２１．５

２１．６

２１．７

２１．８

　

　

２３
２２．０

２２．０

２２．０

２２．０

２２．１

２２．２

２２．３

２２．３

２２．３

２２．４

２２．５

２２．６

２２．７

２２．８

　

　

２４
２２．９

２２．９

２２．９

２２．９

２３．０

２３．１

２３．２

２３．２

２３．２

２３．３

２３．４

２３．５

２３．６

２３．７

　

　

２５
２３．８

２３．８

２３．８

２３．８

２３．９

２４．０

２４．１

２４．１

２４．１

２４．２

２４．３

２４．４

２４．５

２４．６

　

　

２６
２４．８

２４．８

２４．８

２４．８

２４．９

２５．０

２５．１

２５．１

２５．１

２５．２

２５．３

２５．４

２５．５

２５．６

　

　

２７
２５．８

２５．８

２５．８

２５．８

２５．９

２６．０

２６．１

２６．１

２６．１

２６．２

２６．３

２６．４

２６．５

２６．６

　

　

２８
２６．８

２６．８

２６．８

２６．８

２６．９

２７．０

２７．１

２７．１

２７．１

２７．２

２７．３

２７．４

２７．５

２７．６

　

　

２９
２７．８

２７．８

２７．８

２７．８

２７．９

２８．０

２８．１

２８．１

２８．１

２８．２

２８．３

２８．４

２８．５

２８．６

　

　

３０
２８．７

２８．７

２８．７

２８．７

２８．８

２８．９

２９．０

２９．０

２９．１

２９．２

２９．３

２９．４

２９．５

２９．６

　

　

３１
２９．７

２９．７

２９．７

２９．７

２９．８

２９．９

３０．０

３０．０

３０．１

３０．２

３０．３

３０．４

３０．５

３０．６

　

　

３２
３０．７

３０．７

３０．７

３０．７

３０．８

３０．９

３１．０

３１．０

３１．１

３１．２

３１．３

３１．４

３１．５

３１．６

　

　

３３
３１．７

３１．７

３１．７

３１．７

３１．８

３１．９

３２．０

３２．０

３２．１

３２．２

３２．３

３２．４

３２．５

３２．６

　

　

３４
３２．６

３２．６

３２．６

３２．７

３２．８

３２．９

３２．９

３３．０

３３．１

３３．２

３３．３

３３．４

３３．５

３３．６

　

　

３５
３３

３３

３３

３３

３３

３３

３３

３３

３４

３４

３４

３４

３４

３４

　

．５

．５

．５

．６

．７

．８

．８

．９

．０

．１

．２

．３

．４

．６

　

３６
３４．４

３４．５

３４．５

３４．６

３４．７

３４．８

３４．８

３４．９

３５．０

３５．１

３５．２

３５．３

３５．４

３５．６

　

　

３７
３５．３

３５．４

３５．５

３５．６

３５．７

３５．８

３５．８

３５．９

３６．０

３６．１

３６．２

３６．３

３６．４

３６．６

　

　

３８
３６．２

３６．３

３６．４

３６．５

３６．６

３６．７

３６．８

３６．９

３７．０

３７．１

３７．２

３７．３

３７．４

３７．６

　

　

３９
３７．１

３７．２

３７．３

３７．４

３７．５

３７．６

３７．７

３７．８

３７．９

３８．０

３８．２

３８．３

３８．４

３８．６

　

　

４０
３８．０

３８．１

３８．２

３８．３

３８．４

３８．５

３８．６

３８．７

３８．８

３８．９

３９．１

３９．２

３９．４

３９．６

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

１７．９

１８．０

１８．１

１８．２

１８．４

１８．６

１８．８

１８．９

１９．１

１９．３

１９．５

１９．７

１９．９

２０．１

２０．３

２０．５

２０．７

１８．９

１９．０

１９．１

１９．２

１９．４

１９．６

１９．８

１９．９

２０．１

２０．３

２０．５

２０．７

２０．９

２１．１

２１．３

２１．５

２１．７

１９．９

２０．０

２０．１

２０．２

２０．４

２０．６

２０．８

２０．９

２１．１

２１．３

２１．５

２１．７

２１．９

２２．１

２２．３

２２．５

２２．７

２０．９

２１．０

２１．１

２１．２

２１．４

２１．６

２１．８

２１．９

２２．１

２２．３

２２．５

２２．７

２２．９

２３．１

２３．３

２３．５

２３．７

２１．９

２２．０

２２．１

２２．２

２２．４

２２．６

２２．８

２２．９

２３．１

２３．３

２３．５

２３．７

２３．９

２４．１

２４．３

２４．５

２４．７
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２２．９

２３．０

２３．１

２３．２

２３．４

２３．６

２３．８

２３．９

２４．１

２４．３

２４．５

２４．７

２４．９

２５．１

２５．３

２５．５

２５．７

２３．９

２４．０

２４．１

２４．２

２４．４

２４．６

２４．８

２４．９

２５．１

２５．３

２５．５

２５．７

２５．９

２６．１

２６．３

２６．５

２６．７

２４．８

２５．０

２５．１

２５．２

２５．４

２５．６

２５．８

２５．９

２６．１

２６．３

２６．５

２６．７

２６．９

２７．１

２７．３

２７．５

２７．７

２５．８

２６．０

２６．１

２６．３

２６．５

２６．７

２６．９

２７．０

２７．２

２７．４

２７．６

２７．８

２８．０

２８．２

２８．４

２８．６

２８．８

２６．８

２７．０

２７．１

２７．３

２７．５

２７．７

２７．９

２８．１

２８．３

２８．５

２８．７

２８．９

２９．１

２９．３

２９．５

２９．７

２９．９

２７．８

２８．０

２８．１

２８．３

２８．５

２８．７

２８．９

２９．１

２９．３

２９．５

２９．７

２９．９

３０．１

３０．３

３０．５

３０．７

３１．０

２８．８

２９．０

２９．１

２９．３

２９．５

２９．７

２９．９

３０．１

３０．３

３０．５

３０．７

３０．９

３１．１

３１．３

３１．５

３１．７

３２．０

２９．８

３０．０

３０．１

３０．３

３０．５

３０．７

３０．９

３１．１

３１．３

３１．５

３１．７

３１．９

３２．１

３２．３

３２．５

３２．７

３３．０

３０．８

３１．０

３１．２

３１．４

３１．６

３１．８

３２．０

３２．２

３２．４

３２．６

３２．８

３３．０

３３．２

３３．４

３３．６

３３．９

３４．１

３１．８

３２．０

３２．２

３２．４

３２．６

３２．８

３３．０

３３．２

３３．４

３３．６

３３．９

３４．１

３４．３

３４．５

３４．７

３５．０

３５．２

３２．８

３３．０

３３．２

３３．４

３３．６

３３．８

３４．０

３４．２

３４．４

３４．６

３４．９

３５．２

３５．４

３５．６

３５．８

３６．１

３６．３

３３

３４

３４

３４

３４

３４

３５

３５

３５

３５

３５

３６

３６

３６

３６

３７

３７

．８

．０

．２

．４

．６

．８

．０

．２

．４

．６

．９

．２

．４

．７

．９

．２

．４

３４．８

３５．０

３５．２

３５．４

３５．６

３５．８

３６．０

３６．２

３６．４

３６．６

３６．９

３７．２

３７．４

３７．７

３８．０

３８．３

３８．５

３５．８

３６．０

３６．２

３６．４

３６．６

３６．９

３７．１

３７．３

３７．５

３７．７

３８．０

３８．３

３８．５

３８．８

３９．１

３９．４

３９．７

３６．８

３７．０

３７．２

３７．４

３７．６

３７．９

３８．２

３８．４

３８．６

３８．８

３９．１

３９．４

３９．６

３９．９

４０．２

４０．５

４０．８

３７．８

３８．０

３８．２

３８．４

３８．６

３８．９

３９．２

３９．４

３９．７

３９．７

４０．２

４０．５

４０．７

４１．０

４１．３

４１．６

４１．９

３８．８

３９．０

３９．２

３９．４

３９．６

３９．９

４０．２

４０．４

４０．７

４１．０

４１．３

４１．６

４１．８

４２．１

４２．４

４２．７

４３．０

３９．８

４０．０

４０．２

４０．４

４０．６

４０．９

４１．２

４１．４

４１．７

４２．０

４２．３

４２．６

４２．９

４３．２

４３．５

４３．８

４４．１

別
記
三

乳
糖
定
量
表

供
試

液
の

所
要

量
ｍ

ｌ

無

水

乳
糖
，

供

試

液

１

０

０

ｍ

ｌ

に

対

す

る

ｍ
ｇ

左

の

乳

糖

量

が

転

化

後

転

化

糖

と

し

て

定

量

さ

れ

る

量

ｍ

ｇ

　
２７．７

２
３

２

．

６

１
８

７

．

４

　
３１．４

２
０

５

．

２

１
６

５

．

７

２７．８

２
３

１

．

７

１
８

６

．

７

３１．５

２
０

４

．

６

１
６

５

．

２

２７．９

２
３

０

．

９

１
８

６

．

１

３１．６

２
０

３

．

９

１
６

４

．

７

２８．０

２
３

０

．

０

１
８

５

．

３

３１．７

２
０

３

．

３

１
６

４

．

１

２８．１

２
２

９

．

２

１
８

４

．

７

３１．８

２
０

２

．

６

１
６

３

．

６

２８．２

２
２

８

．

４

１
８

４

．

１

３１．９

２
０

２

．

０

１
６

３

．

１

２８．３

２
２

７

．

７

１
８

３

．

５

３２．０

２
０

１

．

３

１
６

２

．

６

２８．４

２
２

６

．

９

１
８

２

．

９

３２．１

２
０

０

．

７

１
６

２

．

１

２８．５

２
２

６

．

１

１
８

２

．

３

３２．２

２
０

０

．

１

１
６

１

．

６

２８．６

２
２

５

．

３

１
８

１

．

５

３２．３

１
９

９

．

５

１
６

１

．

２

２
５

．
０

２

５

８

．

０

２

０

７

．

３

２８．７

２
２

４

．

５

１
８

０

．

９

３２．４

１
９

８

．

９

１
６

０

．

７

２
５

．
１

２

５

７

．

０

２

０

６

．

５

２８．８

２
２

３

．

８

１
８

０

．

３

３２．５

１
９

８

．

３

１
６

０

．

１

２
５

．
２

２

５

６

．

０

２

０

５

．

７

２８．９

２
２

３

．

０

１
７

９

．

７

３２．６

１
９

７

．

７

１
５

９

．

６

２
５

．
３

２

５

５

．

０

２

０

５

．

０

２９．０

２
２

２

．

２

１
７

９

．

１

３２．７

１
９

７

．

１

１
５

９

．

１

２
５

．
４

２

５

４

．

０

２

０

４

．

２

２９．１

２
２

１

．

５

１
７

８

．

４

３２．８

１
９

６

．

５

１
５

８

．

７

２
５

．
５

２

５

３

．

０

２

０

３

．

３

２９．２

２
２

０

．

７

１
７

７

．

８

３２．９

１
９

５

．

９

１
５

８

．

２

２
５

．
６

２

５

２

．

０

２

０

２

．

５

２９．３

２
２

０

．

０

１
７

７

．

３

３３．０

１
９

５

．

３

１
５

７

．

７

２
５

．
７

２

５

１

．

０

２

０

１

．

７

２９．４

２
１

９

．

２

１
７

６

．

７

３３．１

１
９

４

．

７

１
５

７

．

３

２
５

．
８

２

５

０

．

０

２

０

１

．

０

２９．５

２
１

８

．

４

１
７

６

．

１

３３．２

１
９

４

．

２

１
５

６

．

８

２
５

．
９

２

４

９

．

０

２

０

０

．

１

２９．６

２
１

７

．

７

１
７

５

．

５

３３．３

１
９

３

．

６

１
５

６

．

３

２
６

．
０

２

４

８

．

０

１

９

９

．

３

２９．７

２
１

６

．

９

１
７

４

．

８

３３．４

１
９

３

．

１

１
５

５

．

８

２
６

．
１

２

４

７

．

１

１

９

８

．

６

２９．８

２
１

６

．

２

１
７

４

．

３

３３．５

１
９

２

．

５

１
５

５

．

３

２
６

．
２

２

４

６

．

１

１

９

７

．

９

２９．９

２
１

５

．

４

１
７

３

．

７

３３．６

１
９

１

．

９

１
５

４

．

９

２
６

．
３

２

４

５

．

２

１

９

７

．

２

３０．０

２
１

４

．

７

１
７

３

．

１

３３．７

１
９

１

．

４

１
５

４

．

４

２
６

．
４

２

４

４

．

２

１

９

６

．

４

３０．１

２
１

４

．

０

１
７

２

．

６

３３．８

１
９

０

．

８

１
５

４

．

０

２
６

．
５

２

４

３

．

３

１

９

５

．

７

３０．２

２
１

３

．

３

１
７

２

．

１

３３．９

１
９

０

．

３

１
５

３

．

５
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２
６

．
６

２

４

２

．

３

１

９

４

．

９

３０．３

２
１

２

．

６

１
７

１

．

５

３４．０

１
８

９

．

７

１
５

３

．

０

２
６

．
７

２

４

１

．

４

１

９

４

．

２

３０．４

２
１

１

．

９

１
７

０

．

９

３４．１

１
８

９

．

２

１
５

２

．

６

２
６

．
８

２

４

０

．

４

１

９

３

．

５

３０．５

２
１

１

．

２

１
７

０

．

４

３４．２

１
８

８

．

６

１
５

２

．

２

２
６

．
９

２

３

９

．

５

１

９

２

．

７

３０．６

２
１

０

．

５

１
６

９

．

９

３４．３

１
８

８

．

１

１
５

１

．

８

２
７

．
０

２

３

８

．

５

１

９

２

．

０

３０．７

２
０

９

．

８

１
６

９

．

４

３４．４

１
８

７

．

５

１
５

１

．

４

２
７

．
１

２

３

７

．

７

１

９

１

．

４

３０．８

２
０

９

．

２

１
６

８

．

８

３４．５

１
８

７

．

０

１
５

１

．

０

２
７

．
２

２

３

６

．

８

１

９

０

．

７

３０．９

２
０

８

．

４

１
６

８

．

３

３４．６

１
８

６

．

５

１
５

０

．

６

２
７

．
３

２

３

６

．

０

１

９

０

．

１

３１．０

２
０

７

．

８

１
６

７

．

７

３４．７

１
８

５

．

９

１
５

０

．

３

２
７

．
４

２

３

５

．

１

１

８

９

．

３

３１．１

２
０

７

．

２

１
６

７

．

２

３４．８

１
８

５

．

４

１
４

９

．

９

２
７

．
５

２

３

４

．

３

１

８

８

．

８

３１．２

２
０

６

．

５

１
６

６

．

７

３４．９

１
８

４

．

８

１
４

９

．

４

２
７

．
６

２

３

３

．

４

１

８

８

．

０

３１．３

２
０

５

．

９

１
６

６

．

２

３５．０

１
８

４

．

３

１
４

９

．

０

別
記
四

転
化
糖
定
量
表

供
試
液

の
所
要

量
ｍ
ｌ

転
化
糖
，

供
試
糖
１

０
０
ｍ
ｌ

に
対
す
る

ｍ
ｇ

　
１

９

．
１

２
６
５

．
７

　
２

３

．
０

２
２
２

．
２

　
１

９

．
２

２
６
４

．
５

　
２

３

．
１

２
２
１

．
３

　
１

９

．
３

２
６
３

．
２

　
２

３

．
２

２
２
０

．
４

　
１

９

．
４

２
６
２

．
０

　
２

３

．
３

２
１
９

．
５

　
１

９

．
５

２
６
０

．
７

　
２

３

．
４

２
１
８

．
６

　
１

９

．
６

２
５
９

．
５

　
２

３

．
５

２
１
７

．
８

　
１

９

．
７

２
５
８

．
２

　
２

３

．
６

２
１
６

．
９

　
１

９

．
８

２
５
７

．
０

　
２

３

．
７

２
１
６

．
０

１
６
．

０

３
１
６
．

６

　
１

９

．
９

２
５
５

．
７

　
２

３

．
８

２
１
５

．
１

１
６
．

１

３
１
４
．

７

　
２

０

．
０

２
５
４

．
５

　
２

３

．
９

２
１
４

．
２

１
６
．

２

３
１
２
．

７

　
２

０

．
１

２
５
３

．
３

　
２

４

．
０

２
１
３

．
３

１
６
．

３

３
１
０
．

８

　
２

０

．
２

２
５
２

．
２

　
２

４

．
１

２
１
２

．
４

１
６
．

４

３
０
８
．

９

　
２

０

．
３

２
５
１

．
０

　
２

４

．
２

２
１
１

．
６

１
６
．

５

３
０
７
．

０

　
２

０

．
４

２
４
９

．
９

　
２

４

．
３

２
１
０

．
７

１
６
．

６

３
０
５
．

２

　
２

０

．
５

２
４
８

．
７

　
２

４

．
４

２
０
９

．
９

１
６
．

７

３
０
３
．

４

　
２

０

．
６

２
４
７

．
５

　
２

４

．
５

２
０
９

．
０

１
６
．

８

３
０
１
．

５

　
２

０

．
７

２
４
６

．
５

　
２

４

．
６

２
０
８

．
２

１
６
．

９

２
９
９
．

８

　
２

０

．
８

２
４
５

．
２

　
２

４

．
７

２
０
７

．
３

１
７
．

０

２
９
８
．

０

　
２

０

．
９

２
４
４

．
１

　
２

４

．
８

２
０
６

．
４

１
７
．

１

２
９
６
．

４

　
２

１

．
０

２
４
２

．
９

　
２

４

．
９

２
０
５

．
６

１
７
．

２

２
９
４
．

８

　
２

１

．
１

２
４
１

．
８

　
２

５

．
０

２
０
４

．
８

１
７
．

３

２
９
３
．

２

　
２

１

．
２

２
４
０

．
７

　

１
７
．

４

２
９
１
．

６

　
２

１

．
３

２
３
９

．
６

　

１
７
．

５

２
９
０
．

０

　
２

１

．
４

２
３
８

．
５

　

１
７
．

６

２
８
８
．

４

　
２

１

．
５

２
３
７

．
４

　

１
７
．

７

２
８
６
．

８

　
２

１

．
６

２
３
６

．
２

　

１
７
．

８

２
８
５
．

２

　
２

１

．
７

２
３
５

．
１

　

１
７
．

９

２
８
３
．

６

　
２

１

．
８

２
３
４

．
０

　

１
８
．

０

２
８
２
．

０

　
２

１

．
９

２
３
２

．
９

　

１
８
．

１

２
８
０
．

５

　
２

２

．
０

２
３
１

．
８

　

１
８
．

２

２
７
９
．

０

　
２

２

．
１

２
３
０

．
８

　

１
８
．

３

２
７
７
．

５

　
２

２

．
２

２
２
９

．
９

　

１
８
．

４

２
７
６
．

０

　
２

２

．
３

２
２
８

．
９

　

１
８
．

５

２
７
４
．

５

　
２

２

．
４

２
２
８

．
０

　

１
８
．

６

２
７
３
．

０

　
２

２

．
５

２
２
７

．
０

　

１
８
．

７

２
７
１
．

５

　
２

２

．
６

２
２
６

．
０

　

１
８
．

８

２
７
０
．

０

　
２

２

．
７

２
２
５

．
１

　

１
８
．

９

２
６
８
．

５

　
２

２

．
８

２
２
４

．
１

　

１
９
．

０

２
６
７
．

０

　
２

２

．
９

２
２
３

．
２

　

（
２
）
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類

１
　
検
体
の
採
取
及
び
試
料
の
調
製
法

検
体
は
、
製
品
が
成
分
規
格
に
適
合
す
る
か
し
な
い

か
を
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
数
量
を
滅
菌
採
取

器
具
を
用
い
て
無
菌
的
に
滅
菌
採
取
び
ん
に
採

り
、
な
る
べ
く
そ
の
温
度
を
保
つ
て
保
持
し
、
又

は
運
搬
し
、
採
取
後
四
時
間
以
内
に
試
験
に
供
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

試
料
は
、
検
体
を
四
〇
度
以
下
で
な
る
べ
く
短
時
間

で
全
部
融
解
さ
せ
、
そ
の
一
〇
ｇ
を
共

せ
ん栓

び
ん
に

採
つ
た
も
の
に
、
細
菌
数
（
生
菌
数
）
の
測
定
に

関
し
て
は
滅
菌
生
理
食
塩
水
九
〇
ｍ
ｌ
を
加
え
て

一
〇
倍
希
釈
し
た
も
の
を
一
平
板
に
三
〇
個
か
ら

三
〇
〇
個
ま
で
の
集
落
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
滅
菌

生
理
食
塩
水
で
段
階
希
釈
し
た
も
の
、
大
腸
菌
群

の
測
定
に
関
し
て
は
滅
菌
生
理
食
塩
水
九
〇
ｍ
ｌ

を
加
え
て
一
〇
倍
希
釈
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
細
菌
数
（
生
菌
数
）
の
測
定
法

各
試
料
に
つ
い
て
滅
菌
ペ
ト
リ
ー
皿
二
枚
以
上
を
用

意
し
、
滅
菌
ピ
ペ
ツ
ト
を
用
い
て
対
応
す
る
滅
菌

ペ
ト
リ
ー
皿
に
当
該
試
料
一
ｍ
ｌ
ず
つ
を
正
確
に

採
り
、
こ
れ
ら
に
あ
ら
か
じ
め
加
温
し
て
溶
か
し

四
三
度
か
ら
四
五
度
ま
で
の
温
度
に
保
持
し
た
標

準
寒
天
培
養
基
約
一
五
ｍ
ｌ
を
加
え
、
静
か
に
回

転
し
、
前
後
左
右
に
傾
斜
し
て
混
合
し
、
冷
却
凝

固
さ
せ
る
。
こ
の
操
作
は
試
料
を
ペ
ト
リ
ー
皿
に

採
つ
て
か
ら
二
〇
分
間
以
内
に
完
了
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
培
養
基
が
凝
固
し
た
な
ら
ば
、
倒

置
し
て
三
二
度
か
ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で
四
八

時
間
（
前
後
三
時
間
の
余
裕
を
認
め
る
。
）
培
養

す
る
。
こ
の
場
合
、
検
体
の
希
釈
に
用
い
た
滅
菌

生
理
食
塩
水
一
ｍ
ｌ
に
試
料
を
加
え
た
培
養
基
と

同
一
同
量
の
培
養
基
を
混
合
し
、
静
か
に
回
転

し
、
以
下
試
料
の
場
合
と
同
様
に
操
作
し
て
培
養

し
た
も
の
を
対
照
と
し
、
ペ
ト
リ
ー
皿
、
生
理
食

塩
水
及
び
培
養
基
が
無
菌
で
あ
つ
た
こ
と
並
び
に

操
作
が
完
全
で
あ
つ
た
こ
と
を
確
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ペ
ト
リ
ー
皿
は
直
径
九
ｃ
ｍ
か
ら
一
〇
ｃ
ｍ
ま
で
、

深
さ
は
一
・
五
ｃ
ｍ
と
す
る
。

細
菌
数
の
算
定
は
、
次
の
要
領
に
よ
る
。

一
平
板
の
集
落
数
三
〇
個
か
ら
三
〇
〇
個
ま
で
の
も

の
（
一
平
板
の
集
落
数
が
三
〇
個
か
ら
三
〇
〇
個

ま
で
の
も
の
が
な
い
と
き
は
拡
散
集
落
の
部
分
が

平
板
の
二
分
の
一
以
下
で
他
の
集
落
が
よ
く
分
散

し
て
い
て
算
定
に
支
障
の
な
い
も
の
）
の
集
落
数

を
集
落
計
算
器
を
用
い
て
常
に
一
定
し
た
光
線
の

下
で
計
測
し
、
希
釈
倍
率
が
同
一
な
試
料
ご
と
に

各
平
板
の
集
落
数
を
平
均
し
た
値
に
当
該
試
料
に

係
る
希
釈
倍
率
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
加
算
し
、

有
効
で
あ
つ
た
平
板
の
希
釈
倍
率
別
に
よ
る
種
類

の
数
で
除
し
て
得
た
値
を
細
菌
数
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
こ
れ
を
試
験
室
内
事
故
と
す

る
。

ａ
　
集
落
の
発
生
の
な
か
つ
た
場
合

ｂ
　
拡
散
集
落
の
部
分
が
平
板
の
二
分
の
一
を
こ

え
た
場
合

ｃ
　
汚
染
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

ｄ
　
そ
の
他
不
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の

〇
培
地

標
準
寒
天
培
養
基

ペ
プ
ト
ン
五
ｇ
、
酵
母
エ
キ
ス
二
・
五
ｇ
、
ブ

ド
ウ
糖
一
ｇ
及
び
寒
天
一
五
ｇ
を
精
製
水

16



一
、
〇
〇
〇
ｍ
ｌ
に
合
し
て
加
熱
し
て
溶
か

し
、
高
圧
滅
菌
す
る
（
滅
菌
後
の
ｐ
Ｈ
は

七
・
〇
か
ら
七
・
二
ま
で
と
す
る
。
）
。

３
　
大
腸
菌
群
の
測
定
法

滅
菌
ペ
ト
リ
ー
皿
二
枚
を
用
意
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
滅

菌
ピ
ペ
ツ
ト
を
用
い
て
試
料
一
ｍ
ｌ
を
正
確
に
採

る
。
こ
れ
に
あ
ら
か
じ
め
加
温
し
て
溶
か
し
四
三

度
か
ら
四
五
度
ま
で
の
温
度
を
保
持
さ
せ
た
デ
ソ

キ
シ
コ
ー
レ
イ
ト
寒
天
培
養
基
を
一
〇
ｍ
ｌ
か
ら

一
五
ｍ
ｌ
ま
で
の
量
加
え
、
静
か
に
回
転
し
、
前

後
左
右
に
傾
斜
し
て
混
合
し
、
冷
却
凝
固
さ
せ

る
。
培
養
基
が
凝
固
し
た
後
に
、
そ
の
表
面
に
更

に
同
培
養
基
を
三
ｍ
ｌ
か
ら
四
ｍ
ｌ
ま
で
の
量
加

え
て
冷
却
凝
固
さ
せ
る
。
こ
の
操
作
は
試
料
を
ペ

ト
リ
ー
皿
に
採
つ
て
か
ら
二
〇
分
間
以
内
に
完
了

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

培
養
基
が
凝
固
し
た
な
ら
ば
、
倒
置
し
て
三
二
度
か

ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で
二
〇
時
間
（
前
後
二
時

間
の
余
裕
を
認
め
る
。
）
培
養
し
て
集
落
の
有
無

を
観
察
す
る
。
暗
赤
色
の
集
落
を
認
め
た
も
の
は

推
定
試
験
陽
性
と
し
、
該
当
し
な
い
も
の
は
推
定

試
験
陰
性
と
す
る
。

推
定
試
験
が
陽
性
の
場
合
は
、
当
該
集
落
の
代
表
的

な
も
の
を
Ｅ
・
Ｍ
・
Ｂ
・
培
養
基
に

と
ま
つ

塗
抹
し
、
三

二
度
か
ら
三
五
度
ま
で
の
温
度
で
二
四
時
間
（
前

後
二
時
間
の
余
裕
を
認
め
る
。
）
培
養
し
た
後
、

大
腸
菌
群
の
定
型
的
集
落
（
定
型
的
集
落
が
な
い

場
合
は
、
定
型
的
集
落
に
類
似
し
た
集
落
二
個
以

上
）
を

ち
よ
う

釣

菌
し
て
、
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管
及

び
寒
天
斜
面
に
そ
れ
ぞ
れ
（
定
型
的
集
落
に
類
似

し
た
集
落
を

ち
よ
う

釣

菌
し
た
場
合
は
各
集
落
か
ら

ち
よ
う

釣

菌
し
た
も
の
別
に
そ
れ
ぞ
れ
）
移
植
す
る
。

乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管
は
三
二
度
か
ら
三
五
度
ま
で

の
温
度
で
四
八
時
間
（
前
後
三
時
間
の
余
裕
を
認

め
る
。
）
、
寒
天
斜
面
は
三
二
度
か
ら
三
五
度
ま
で

の
温
度
で
二
四
時
間
培
養
し
、
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発

酵
管
に
お
い
て
ガ
ス
発
生
を
確
認
し
た
場
合
に
、

こ
れ
と
相
対
す
る
寒
天
斜
面
培
養
に
つ
い
て
鏡
検

し
、
グ
ラ
ム
陰
性
無
芽
胞

か
ん桿

菌
を
認
め
た
場
合
を

大
腸
菌
群
陽
性
と
す
る
。

ペ
ト
リ
ー
皿
は
直
径
九
ｃ
ｍ
か
ら
一
〇
ｃ
ｍ
ま
で
、

深
さ
一
・
五
ｃ
ｍ
と
す
る
。

〇
培
地

Ａ
　
デ
ソ
キ
シ
コ
ー
レ
イ
ト
寒
天
培
養
基

ペ
プ
ト
ン
一
〇
ｇ
、
寒
天
一
五
ｇ
か
ら
二
五
ｇ

ま
で
の
量
、
乳
糖
一
〇
ｇ
、
食
塩
五
ｇ
、
ク

エ
ン
酸
鉄
ア
ン
モ
ン
二
ｇ
及
び
リ
ン
酸
一
カ

リ
ウ
ム
二
ｇ
を
水
一
、
〇
〇
〇
ｍ
ｌ
に
合
し

て
加
熱
し
て
溶
か
し
、
こ
れ
を
ろ
過
し
た
ろ

液
を
Ｐ
Ｈ
七
・
三
か
ら
七
・
五
ま
で
に
修
正

し
、
こ
れ
に
デ
ソ
キ
シ
コ
ー
ル
酸
ソ
ー
ダ
一

ｇ
及
び
ニ
ユ
ー
ト
ラ
ル
・
レ
ツ
ド
〇
・
〇
三

三
ｇ
を
加
え
て
更
に
Ｐ
Ｈ
七
・
三
か
ら
七
・

五
ま
で
に
修
正
す
る
。

Ｂ
　
Ｅ
・
Ｍ
・
Ｂ
・
培
養
基

（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
９
　
乳
及
び
乳
製
品

の
大
腸
菌
群
の
測
定
法
の
ｂ
　
測
定
法
の

培
地
の
Ｃ
　
Ｅ
・
Ｍ
・
Ｂ
・
培
養
基
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

Ｃ
　
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管

（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
９
　
乳
及
び
乳
製
品

の
大
腸
菌
群
の
測
定
法
の
ｂ
　
測
定
法
の

培
地
の
Ｄ
　
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
発
酵
管
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
乳
脂
肪
分
の
定
量
法

試
料
四
ｇ
を
小
型
ビ
ー
カ
ー
に
採
り
、
水
三
ｍ
ｌ
を

加
え
て
よ
く
混
ぜ
合
わ
せ
レ
ー
リ
ツ
ヒ
管
に
移

す
。

ビーカーは、水三ｍｌでよく洗い、その洗液はレーリツヒ管に加え、振り混ぜる。次にアンモニア水（二五％から三〇％で無色透明なもの）二ｍｌを加え、静かに混合し、次にレーリツヒ管を六〇度の水浴中につけ、時々振り混ぜながら二〇分間加温する。以下（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
３
　
乳
及
び
乳
製
品
の
乳
脂

肪
分
の
定
量
法
の
ｂ
　
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
、
加

糖
練
乳
、
全
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖

粉
乳
及
び
ク
リ
ー
ム
の
乳
脂
肪
分
の
定
量
法
の
項

に
定
め
る
全
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ
ー
、
加
糖

粉
乳
及
び
ク
リ
ー
ム
の
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
乳
固
形
分
の
定
量
法

４に定める方法により求めた乳脂肪量と（３）
　
発
酵
乳
及
び
乳
酸
菌
飲
料
の
１
　
無
脂
乳
固
形

分
の
定
量
法
に
定
め
る
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ

り
求
め
た
無
脂
乳
固
形
分
と
の
和
を
乳
固
形
分
と

す
る
。

（
３
）
　
発
酵
乳
及
び
乳
酸
菌
飲
料

１
　
無
脂
乳
固
形
分
の
定
量
法

検
体
（
凍
結
状
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
〇
度
以
下

の
温
度
で
な
る
べ
く
短
時
間
に
全
部
融
解
さ
せ
た

も
の
）
約
五
〇
ｇ
を
精
密
に
量
り
、
フ
エ
ノ
ー
ル

フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
数
滴
を
加
え
、
こ
れ
を
か
き
混

ぜ
な
が
ら
一
〇
％
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
を
徐

々
に
加
え
て
微
ア
ル
カ
リ
性
と
し
、
メ
ス
フ
ラ
ス

コ
に
採
り
、
水
を
加
え
て
一
〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
、
そ

の
五
ｍ
ｌ
を
正
確
に
一
五
〇
ｍ
ｌ
の
ケ
ル
ダ
ー
ル

分
解
フ
ラ
ス
コ
に
採
る
。
こ
れ
に
硫
酸
カ
リ
九
ｇ

及
び
硫
酸
銅
一
ｇ
の
混
合
粉
末
〇
・
二
ｇ
を
加

え
、
更
に
フ
ラ
ス
コ
の
内
壁
を
伝
わ
ら
せ
て
硫
酸

一
〇
ｍ
ｌ
を
加
え
る
。
次
に
、
こ
の
フ
ラ
ス
コ
を

徐
々
に
加
熱
し
、
亜
硫
酸
ガ
ス
の
白
煙
が
生
じ
た

と
き
少
し
加
熱
を
強
め
、
泡
末
の
大
部
分
が
消
失

し
た
後
強
熱
し
、
中
の
液
が
透
明
な
淡
青
色
を
呈

し
、
か
つ
、
フ
ラ
ス
コ
の
内
壁
に
炭
化
物
を
認
め

な
く
な
つ
た
と
き
加
熱
を
止
め
、
放
冷
後
注
意
し

な
が
ら
水
三
〇
ｍ
ｌ
を
加
え
、
再
び
冷
却
し
た
後

フ
ラ
ス
コ
を
蒸
留
装
置
に
連
結
す
る
。
こ
の
場

合
、
二
〇
〇
ｍ
ｌ
の
吸
収
フ
ラ
ス
コ
中
に
は
〇
・

〇
五
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
硫
酸
三
〇
ｍ
ｌ
及
び
メ
チ
ル
レ

ツ
ド
溶
液
数
滴
を
入
れ
、
冷
却
器
の
下
端
が
液
中

に
つ
か
る
よ
う
に
す
る
。
次
に
、
ケ
ル
ダ
ー
ル
蒸

留
装
置
の
漏
斗
か
ら
三
〇
％
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

溶
液
四
〇
ｍ
ｌ
を
入
れ
、
水
一
〇
ｍ
ｌ
で
洗
い
込

み
、
ピ
ン
チ
コ
ツ
ク
を
閉
じ
、
直
ち
に
蒸
留
を
は

じ
め
る
。
留
出
液
が
八
〇
ｍ
ｌ
か
ら
一
〇
〇
ｍ
ｌ

ま
で
の
量
に
達
し
た
と
き
冷
却
器
の
下
端
を
液
面

か
ら
離
し
、
更
に
留
出
液
数
ｍ
ｌ
を
採
る
。
蒸
留

終
了
後
、
冷
却
器
の
液
に
浸
つ
た
部
分
を
少
量
の

水
で
洗
い
、
そ
の
洗
液
を
吸
収
フ
ラ
ス
コ
中
の
液

に
合
し
、
こ
れ
を
〇
・
一
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸
化
ナ

ト
リ
ウ
ム
溶
液
で
滴
定
す
る
。

無
脂
乳
固
形
分
は
、
次
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

（
（
０
．
０
０
１
４×

（
Ａ－

Ｂ
）
）
／
試
料
の
採

取
量
（
ｇ
）
）×

６
．
３
８×

２
．
８
２×

１

０
０
（
％
）

Ａ
　
〇
・
〇
五
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
硫
酸
三
〇
ｍ
ｌ
を
中

和
す
る
の
に
要
す
る
〇
・
一
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸

化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
の
所
要
量
（
ｍ
ｌ
）

Ｂ
　
滴
定
に
要
し
た
〇
・
一
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸
化

ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
の
所
要
量
（
ｍ
ｌ
）

〇
標
示
薬

メ
チ
ル
レ
ツ
ド
溶
液
　
メ
チ
ル
レ
ツ
ド
一
ｇ
を

エ
タ
ノ
ー
ル
五
〇
ｍ
ｌ
に
溶
か
し
、
こ
れ
に

水
を
加
え
て
一
〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
、
必
要
が
あ

れ
ば
ろ
過
す
る
。

２
　
検
体
の
採
取
及
び
試
料
の
調
製
法

検
体
は
、
製
品
が
成
分
規
格
に
適
合
す
る
か
し
な
い

か
を
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
数
量
を
滅
菌
採
取

器
を
用
い
て
無
菌
的
に
滅
菌
採
取
び
ん
に
採
り
、

四
度
以
下
の
温
度
で
保
持
し
、
又
は
運
搬
し
採
取

後
四
時
間
以
内
に
試
験
に
供
す
る
。
試
料
は
、
糊

状
の
検
体
に
あ
つ
て
は
、
滅
菌
ピ
ペ
ツ
ト
様
ガ
ラ

ス
管
で
よ
く
か
き
混
ぜ
た
後
に
一
〇
ｇ
を
、
液
状

の
検
体
に
あ
つ
て
は
、
よ
く
振
つ
た
後
一
〇
ｍ
ｌ

を
、
凍
結
状
の
検
体
に
あ
つ
て
は
、
四
〇
度
以
下

の
温
度
で
な
る
べ
く
短
時
間
に
全
部
融
解
さ
せ
た

後
に
一
〇
ｇ
を
共
せ
ん
び
ん
に
採
り
、
滅
菌
生
理

食
塩
水
を
加
え
て
一
〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
、
一
〇
倍
希

釈
液
を
作
る
。
こ
れ
を
更
に
一
平
板
に
三
〇
個
か

ら
三
〇
〇
個
ま
で
の
集
落
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
滅

菌
生
理
食
塩
水
で
段
階
希
釈
す
る
。

３
　
乳
酸
菌
数
の
測
定
法

試
料
に
つ
い
て
は
滅
菌
ペ
ト
リ
ー
皿
二
枚
以
上
を
用

意
し
、
滅
菌
ピ
ペ
ツ
ト
を
用
い
て
対
応
す
る
滅
菌

ペ
ト
リ
ー
皿
に
当
該
試
料
一
ｍ
ｌ
ず
つ
を
正
確
に

採
り
、
こ
れ
に
あ
ら
か
じ
め
加
温
し
て
溶
か
し
四

三
度
か
ら
四
五
度
ま
で
の
温
度
に
保
持
し
た
Ｂ
・

Ｃ
・
Ｐ
・
加
プ
レ
ー
ト
カ
ウ
ン
ト
寒
天
培
地
約
一

五
ｍ
ｌ
を
加
え
、
静
か
に
回
転
し
、
前
後
左
右
に

傾
斜
し
て
混
合
し
、
冷
却
凝
固
さ
せ
る
。
こ
の
操

作
は
試
料
を
ペ
ト
リ
ー
皿
に
採
つ
て
か
ら
二
〇
分

間
以
内
に
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
培
養

基
が
凝
固
し
た
な
ら
ば
、
倒
置
し
て
三
五
度
か
ら

三
七
度
ま
で
（
製
造
時
の
発
酵
温
度
が
二
五
度
前

後
の
製
品
に
あ
つ
て
は
二
四
度
か
ら
二
六
度
ま

で
）
の
温
度
で
七
二
時
間
（
前
後
三
時
間
の
余
裕

を
認
め
る
。
）
培
養
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
体
の

希
釈
に
用
い
た
滅
菌
生
理
食
塩
水
一
ｍ
ｌ
に
試
料

を
加
え
た
培
養
基
と
同
一
同
量
の
培
養
基
を
混
合

し
、
静
か
に
回
転
し
、
以
下
試
料
の
場
合
と
同
様

に
操
作
し
て
培
養
し
た
も
の
を
対
照
と
し
、
ペ
ト

リ
ー
皿
、
生
理
食
塩
水
及
び
培
養
基
が
無
菌
で
あ

つ
た
こ
と
並
び
に
操
作
が
完
全
で
あ
つ
た
こ
と
を

確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ペ
ト
リ
ー
皿
は
、
直
径
九
ｃ
ｍ
か
ら
一
〇
ｃ
ｍ
ま

で
、
深
さ
は
一
・
五
ｃ
ｍ
と
す
る
。

培
養
し
た
後
、
発
生
し
た
集
落
の
う
ち
、
黄
変
し
て

い
る
も
の
が
乳
酸
菌
の
集
落
で
あ
る
。

乳
酸
菌
数
の
算
定
は
、
次
の
要
領
に
よ
る
。

一
平
板
の
乳
酸
菌
の
集
落
数
三
〇
個
か
ら
三
〇
〇
個

ま
で
の
も
の
（
一
平
板
の
乳
酸
菌
の
集
落
数
が
三

〇
個
か
ら
三
〇
〇
個
ま
で
の
も
の
が
な
い
と
き

は
、
拡
散
集
落
の
部
分
が
平
板
の
二
分
の
一
以
下

で
他
の
集
落
が
よ
く
分
散
し
て
い
て
算
定
に
支
障

の
な
い
も
の
）
の
乳
酸
菌
の
集
落
数
を
集
落
計
算

器
を
用
い
て
常
に
一
定
し
た
光
線
の
下
で
計
測

し
、
希
釈
倍
率
が
同
一
の
試
料
ご
と
に
各
平
板
の

乳
酸
菌
の
集
落
数
を
平
均
し
た
値
に
当
該
試
料
に

係
る
希
釈
倍
率
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
加
算
し
、

有
効
で
あ
つ
た
平
板
の
希
釈
倍
率
別
に
よ
る
種
類

の
数
で
除
し
て
得
た
値
を
乳
酸
菌
数
と
す
る
。
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た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
こ
れ
を
試
験
室
内
事
故
と

す
る
。

ａ
　
拡
散
集
落
の
部
分
が
平
板
の
二
分
の
一
を
こ

え
た
場
合

ｂ
　
汚
染
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

ｃ
　
そ
の
他
不
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の

〇
培
地

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｐ
・
加
プ
レ
ー
ト
カ
ウ
ン
ト
寒
天
培

養
基

酵
母
エ
キ
ス
二
・
五
ｇ
、
ペ
プ
ト
ン
五
ｇ
、
ブ

ド
ウ
糖
一
ｇ
、
ツ
イ
ー
ン
８
０
一
ｇ
、
Ｌ―

シ
ス
テ
イ
ン
〇
・
一
ｇ
及
び
粉
末
寒
天
一
五

ｇ
を
水
一
、
〇
〇
〇
ｍ
ｌ
に
合
し
て
加
熱
し

て
溶
か
し
、
Ｐ
Ｈ
を
六
・
八
か
ら
七
・
〇
ま

で
に
修
正
し
、
こ
れ
に
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｐ
・
を

〇
・
〇
〇
四
か
ら
〇
・
〇
〇
六
％
の
割
合
に

加
え
て
高
圧
滅
菌
す
る
。

４
　
大
腸
菌
群
の
測
定
法

２
検
体
の
採
取
及
び
試
料
の
調
製
法
に
規
定
す
る
一

〇
倍
希
釈
液
に
つ
い
て
、
（
２
）
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
類
の
３
大
腸
菌
群
の
測
定
法
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
４
）
　
バ
タ
ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル

１
　
水
分
の
定
量
法

試料約二ｇをひよう量管に正確に採り、（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
１
　
乳
及
び
乳
製
品
の
無
脂

乳
固
形
分
の
定
量
法
の
項
に
定
め
る
方
法
と
同
様

の
方
法
に
よ
り
乾
燥
物
質
量
を
求
め
、
乾
燥
減
量

を
試
料
の
採
取
量
で
除
し
た
数
に
一
〇
〇
を
乗

じ
、
水
分
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
と
す
る
。

２
　
乳
脂
肪
分
の
定
量
法

水
分
を
定
量
し
た
ひ
よ
う
量
管
に
石
油
エ
ー
テ
ル
一

五
ｍ
ｌ
を
加
え
、
ガ
ラ
ス
棒
で
す
り
つ
ぶ
し
な
が

ら
よ
く
混
ぜ
て
十
分
溶
か
し
、
こ
れ
を
る
つ
ぼ
型

す
り
合
わ
せ
ガ
ラ
ス
ろ
過
器
に
移
し
、
更
に
少
量

の
石
油
エ
ー
テ
ル
を
用
い
て
ひ
よ
う
量
管
の
内
壁

を
よ
く
洗
い
、
こ
れ
を
ろ
過
器
に
流
し
込
む
。
ろ

過
器
は
一
〇
〇
ｍ
ｌ
の
石
油
エ
ー
テ
ル
を
用
い
て

数
回
に
分
け
て
洗
浄
し
て
脂
肪
を
溶
か
し
出
す
。

次
に
ろ
過
器
を
沸
騰
し
て
い
る
蒸
気
乾
燥
器
の
中

で
恒
量
と
な
る
ま
で
乾
燥
し
、
残
留
物
質
量
を
求

め
る
。

１
に
よ
り
求
め
た
乾
燥
物
質
量
と
残
留
物
質
量
と
の

差
を
試
料
の
採
取
量
で
除
し
た
数
に
一
〇
〇
を
乗

じ
、
乳
脂
肪
分
の
パ
ー
セ
ン
ト
量
と
す
る
。

３
　
大
腸
菌
群
の
測
定
法

ａ
　
検
体
の
採
取
及
び
試
料
の
調
製
法

検
体
は
、
容
器
包
装
の
ま
ま
採
取
す
る
か
、
又
は

そ
の
成
分
規
格
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
判

断
す
る
こ
と
の
で
き
る
数
量
を
無
菌
的
に
滅
菌

採
取
び
ん
に
採
取
し
、
四
度
以
下
の
温
度
で
保

持
し
、
又
は
運
搬
し
、
採
取
後
四
時
間
以
内
に

試
験
に
供
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

検
体
は
、
四
五
度
を
こ
え
な
い
温
度
の
恒
温

そ
う槽

で

温
め
、
一
五
分
間
以
内
に
滅
菌
器
具
を
用
い
て

よ
く
こ
ね
、
滅
菌
ス
プ
ー
ン
又
は
滅
菌
駒
込
ピ

ペ
ツ
ト
で
無
菌
的
に
そ
の
一
〇
ｇ
を
共

せ
ん栓

三
角

フ
ラ
ス
コ
（

せ
ん栓

を
除
い
て
重
量
八
五
ｇ
以
下
で

一
〇
〇
ｍ
ｌ
の
所
に
か
く
線
を
有
す
る
も
の
）

に
採
り
、
四
〇
度
の
滅
菌
生
理
食
塩
水
を
加
え

て
一
〇
〇
ｍ
ｌ
と
し
、
一
〇
倍
希
釈
し
た
も
の

を
試
料
液
と
す
る
。

ｂ
　
大
腸
菌
群
の
測
定
法

（２）
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
の
３
　
大
腸
菌
群
の
測

定
法
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。

（
５
）
　
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
及
び
濃
縮
ホ
エ
イ

１
　
乳
固
形
分
の
定
量
法

次
の
方
法
に
よ
り
求
め
た
乳
脂
肪
量
と
乳
蛋
白
量
と

の
和
を
乳
固
形
分
と
す
る
。

なお、濃縮ホエイにあつては、更に（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
７
　
乳
製
品
の
糖
分
の
定
量

法
の
ａ
　
乳
糖
の
定
量
法
に
よ
り
求
め
た
乳
糖
量

を
加
え
乳
固
形
分
と
す
る
。

ａ
　
乳
脂
肪
分
の
定
量
法

試料一ｇを小型の背の高いビーカーに採り、蒸留水九ｍｌ及び希アンモニア水一ｍｌを加え、ガラス棒で練つて均一の乳濁液とし、少し温めてやわらかくする。塩酸で中和し、更に塩酸一〇ｍｌを加える。精製白砂を少量加え、時計皿でおおい、静かに約五分間煮沸する。冷却して内容物をリヨーリツヒ管に移し、ビーカーはエタノール一〇ｍｌ及びエチルエーテル二五ｍｌで洗い、その洗液をリヨーリツヒ管に加えて、よく振り混ぜ、以下（１）
　
乳
及
び
乳
製
品
の
３
　
乳
及
び
乳
製
品
の
乳

脂
肪
分
の
定
量
法
の
ｂ
　
濃
縮
乳
、
無
糖
練

乳
、
加
糖
練
乳
、
全
粉
乳
、
ク
リ
ー
ム
パ
ウ
ダ

ー
、
加
糖
粉
乳
及
び
ク
リ
ー
ム
の
乳
脂
肪
分
の

定
量
法
の
項
に
定
め
る
濃
縮
乳
、
無
糖
練
乳
及

び
加
糖
練
乳
の
方
法
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

ｂ
　
乳
蛋
白
量
の
定
量
法

試
料
〇
・
二
～
一
・
〇
ｇ
を
正
確
に
量
り
、
ケ
ル

ダ
ー
ル
分
解
フ
ラ
ス
コ
（
一
〇
〇
～
一
五
〇
ｍ

ｌ
の
も
の
）
に
採
る
。
こ
れ
に
分
解
促
進
剤

（
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
九
分
と
硫
酸
銅
一
分
と
を
別

々
に
磨
砕
し
た
後
混
和
し
た
も
の
）
を
〇
・
五

ｇ
加
え
、
次
い
で
分
解
フ
ラ
ス
コ
の
内
壁
を
伝

わ
ら
せ
て
硫
酸
一
〇
ｍ
ｌ
を
静
か
に
加
え
て
混

和
す
る
。
分
解
台
上
で
徐
々
に
加
熱
し
、
時
々

注
意
し
て
緩
や
か
に
混
和
す
る
。
亜
硫
酸
ガ
ス

の
白
煙
が
生
じ
は
じ
め
た
ら
火
力
を
強
め
、
泡

末
の
大
部
分
が
消
失
し
た
ら
強
熱
し
て
内
容
液

が
淡
青
緑
色
で
透
明
に
な
る
ま
で
分
解
を
続
け

る
。
透
明
に
な
つ
た
ら
冷
却
し
て
分
解
び
ん
の

く
び
の
部
分
を
少
量
の
蒸
留
水
で
洗
い
、
更
に

三
〇
分
間
加
熱
を
続
け
る
。
分
解
が
終
つ
た
ら

冷
却
し
、
蒸
留
水
約
二
〇
ｍ
ｌ
を
加
え
て
放
冷

し
た
後
、
漏
斗
を
用
い
て
分
解
液
を
一
〇
〇
ｍ

ｌ
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
に
洗
い
込
み
、
蒸
留
水
で
標

線
ま
で
満
た
し
て
、
こ
れ
を
試
料
液
と
す
る
。

ケ
ル
ダ
ー
ル
蒸
留
装
置
の
受
器
（
一
〇
〇
～
一
五

〇
ｍ
ｌ
の
三
角
フ
ラ
ス
コ
）
に
、
〇
・
〇
一
ｍ

ｏ
ｌ
／
ｌ
硫
酸
一
〇
ｍ
ｌ
を
正
確
に
採
り
入

れ
、
メ
チ
レ
ン
ブ
ル
ー
・
メ
チ
ル
レ
ツ
ド
混
合

指
示
薬
一
～
二
滴
を
加
え
、
冷
却
器
先
端
の
ガ

ラ
ス
管
が
、
受
器
の
底
部
に
達
し
、
液
内
に
没

す
る
よ
う
に
固
定
し
、
廃
液
排
出
口
及
び
試
料

注
入
口
を
開
き
、
冷
却
水
を
還
流
さ
せ
、
試
料

注
入
口
の
漏
斗
か
ら
試
料
液
一
〇
ｍ
ｌ
を
正
確

に
二
重
蒸
留
管
内
に
注
入
す
る
。
更
に
少
量
の

蒸
留
水
を
用
い
て
漏
斗
を
洗
い
、
次
に
、
三

〇
％
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
一
〇
ｍ
ｌ
を
試
料
注

入
口
漏
斗
か
ら
加
え
、
再
び
少
量
の
蒸
留
水
で

漏
斗
を
洗
い
、
直
ち
に
試
料
注
入
口
を
閉
じ
、

蒸
気
発
生
装
置
の
加
熱
を
強
め
、
廃
液
排
出
口

か
ら
は
げ
し
く
蒸
気
が
出
た
後
、
廃
液
排
出
口

を
閉
じ
、
二
重
蒸
留
管
内
で
蒸
留
を
始
め
る
。

初
留
の
先
端
が
受
器
に
達
し
て
か
ら
四
～
五
分

間
蒸
留
を
続
け
た
後
、
受
器
を
下
げ
、
冷
却
器

先
端
の
ガ
ラ
ス
管
を
液
面
か
ら
は
ず
し
、
更
に

二
分
間
蒸
留
を
行
う
。
そ
の
ガ
ラ
ス
管
先
端
を

蒸
留
水
で
洗
い
、
受
器
を
装
置
か
ら
は
ず
す
。

直
ち
に
、
〇
・
〇
二
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
溶
液
で
滴
定
す
る
。
な
お
、
盲
検
と
し

て
、
試
料
以
外
の
試
薬
を
同
量
用
い
て
、
全
く

同
様
の
操
作
を
行
い
、
同
様
に
滴
定
す
る
。

乳
蛋
白
量
は
次
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

乳
蛋
白
量
（
％
）＝

０
．
２
８×

Ｆ
（
Ｘ－

Ｙ
）×

（
１
０
０
／
１
０
）×

（
１
／
Ｓ
）

×

６
．
３
８×

１
０
０

Ｆ
　
〇
・
〇
二
ｍ
ｏ
ｌ
／
ｌ
水
酸
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
溶
液
の
フ
ア
ク
タ
ー

Ｘ
　
盲
検
の
滴
定
量
（
ｍ
ｌ
）

Ｙ
　
試
料
の
滴
定
量
（
ｍ
ｌ
）

Ｓ
　
試
料
の
採
取
量
（
ｍ
ｇ
）

２
　
大
腸
菌
群
の
測
定
法

本品の大腸菌群の測定法は、（４）
　
バ
タ
ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
の
３
　
大
腸
菌
群

の
測
定
法
に
規
定
す
る
方
法
と
す
る
。

（
６
）
　
常
温
保
存
可
能
品
及
び
充
塡
後
殺
菌
製
品

１
　
発
育
し
得
る
微
生
物
の
試
験
法

ａ
　
恒
温
試
験

検
体
を
容
器
包
装
の
ま
ま
採
取
し
、
三
五
・
〇
度

±

一
・
〇
度
で
一
四
日
間
保
持
す
る
。
こ
の
間

に
お
い
て
容
器
包
装
の
膨
張
の
有
無
又
は
内
容

物
の
漏
え
い
の
有
無
を
観
察
す
る
。
こ
の
場

合
、
容
器
包
装
の
膨
張
の
有
無
は
約
二
〇
度
に

冷
却
し
て
観
察
す
る
も
の
と
し
、
容
器
包
装
の

膨
張
又
は
内
容
物
の
漏
え
い
を
認
め
た
も
の

は
、
発
育
し
得
る
微
生
物
が
陽
性
で
あ
る
と
み

な
す
。

恒
温
試
験
で
陰
性
の
結
果
を
得
た
検
体
に
つ
い
て

は
、
細
菌
試
験
を
行
う
。

ｂ
　
細
菌
試
験

Ａ
　
試
料
の
調
製

恒
温
試
験
の
結
果
陰
性
で
あ
っ
た
検
体
に
つ
い

て
、
そ
の
開
封
部
の
表
面
を
ア
ル
コ
ー
ル
綿

で
よ
く
拭
き
、
滅
菌
し
た
器
具
を
用
い
て
開

封
し
、
そ
の
内
容
物
（
内
容
物
の
全
部
又
は

一
部
が
固
形
状
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
滅

菌
ハ
サ
ミ
等
を
用
い
て
細
切
し
た
も
の
）
の

全
部
を
無
菌
的
に
混
合
し
た
後
、
そ
の
二
五

ｇ
を
無
菌
的
に
採
り
、
滅
菌
リ
ン
酸
緩
衝
希

釈
水
二
二
五
ｍ
ｌ
を
加
え
て
細
砕
す
る
。
そ

の
一
ｍ
ｌ
を
滅
菌
ピ
ペ
ッ
ト
を
用
い
て
滅
菌

試
験
管
に
採
り
、
滅
菌
リ
ン
酸
緩
衝
希
釈
水

九
ｍ
ｌ
を
加
え
て
よ
く
混
和
し
、
こ
れ
を
試

料
と
す
る
。

Ｂ
　
試
験
法

試
料
を
一
ｍ
ｌ
ず
つ
五
本
の
チ
オ
グ
リ
コ
ー
ル

酸
塩
培
養
基
に
接
種
し
、
三
五
・
〇
度

±

一
・
〇
度
で
四
八
時
間
（
前
後
三
時
間
の

余
裕
を
認
め
る
。
）
培
養
す
る
。
こ
の
場
合
、

培
養
基
の
い
ず
れ
か
に
菌
の
増
殖
を
認
め
た

も
の
は
陽
性
と
す
る
。

チ
オ
グ
リ
コ
ー
ル
酸
塩
培
養
基
　
Ｌ―

シ
ス
チ

ン
〇
・
五
ｇ
、
ブ
ド
ウ
糖
五
ｇ
、
酵
母
エ
キ

ス
五
ｇ
、
ペ
プ
ト
ン
一
五
ｇ
、
チ
オ
グ
リ
コ

ー
ル
酸
塩
〇
・
五
ｇ
、
食
塩
二
・
五
ｇ
、
レ

サ
ズ
リ
ン
〇
・
〇
〇
一
ｇ
及
び
粉
末
寒
天

〇
・
八
ｇ
を
精
製
水
一
、
〇
〇
〇
ｍ
ｌ
に
加

え
て
加
温
溶
解
し
、
こ
れ
を
ｐ
Ｈ
七
・
〇
～

七
・
二
に
修
正
し
、
試
験
管
に
一
〇
ｍ
ｌ
ず

つ
分
注
し
た
後
、
一
二
一
度
で
一
五
分
間
滅

菌
す
る
。
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